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令和元年度第２回袖ケ浦市都市計画審議会 

 

１ 開催日時  令和元年９月６日（金） 午前１０時開会 

 

２ 開催場所  市役所２階会議室（一） 

 

３ 出席委員 

会 長 寺木 彰浩 委 員 在原 直樹 

副会長 鬼塚 信弘 委 員 山本 篤 

委 員 渡邉 美代子 委 員 立﨑 政男 

委 員 三浦 和貴 委 員 小菅 隆生 

委 員 阿津 文男   

 

  （欠席委員） 

委 員 森原 大輔 委 員 菅原 章子 

 

４ 出席職員 

市 長 出口 清 都市整備課主査 高橋 正人 

都市建設部部長 江尻 勝美 都市整備課主査 鶴岡 俊洋 

都市建設部次長 鈴木 敏幸 都市整備課主事 柿本 健 

都市整備課副参事 泉水雄一郎   

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ４人 

傍聴人数 ４人 

 

６ 議 題 

   （１）袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅海側地区）の変更について（付議） 

   （２）袖ケ浦市都市計画マスタープランの策定について（状況報告） 

   （３）その他 
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７ 議 事 

〈午前１０時開会〉  

 

事務局（泉水副参事）【開会】 

 

出口市長【挨拶】 

 

寺木会長【挨拶】 

【出口市長、所用のため退席】 

 

事務局（泉水副参事） 【資料確認】 

【出欠状況確認】 

 〔１１名中９名の出席、審議会条例第６条第２項の規定により、定数の２分の

１以上の出席のため、会は成立〕 

 審議会条例第６条第１項の規定に基づきまして、会長が本会の議長を務め 

ることとなっておりますので、これより先は寺木会長にお願いいたします。 

よろしくお願いします。 

 

寺木会長【議事録署名人の選出】〔鬼塚副会長と渡邉委員を選出〕 

 それでは、次第にしたがいまして、議事を進めさせていただきます。本日の議

題は３件でございます。 

 袖ケ浦都市計画の変更案について審議に入ります。 

 なお、付議書については、既に委員皆様に写しを配布済ですので、朗読を省略

して直ちに審議に入ります。 

 最初に、議案第１号「袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅海側地区）の変更に

ついて」審議いたします。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鶴岡主査）【資料１により袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅海側地区）の変更

について説明】 

 

寺木会長 説明ありがとうございます。ただいまの説明に対してご質問等がありました

らお願いします。 

 

立﨑委員 資料１－２の袖ケ浦駅前１丁目の表記について文字抜けがありますので修正

ください。 

 

事務局（鈴木次長） 失礼いたしました。修正させていただきます。 
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寺木会長 文字抜けについては修正ください。他にいかがでしょうか。それでは、特に

質疑がないようですので、原案の内容のとおり議案第１号を市長へ答申するこ

とに異議はございませんか。 

 

《異議なしの声あり》 

 

寺木会長 異議がないようですので、議案第１号「袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅

海側地区）の変更について」を原案のとおり市長へ答申することに決定いたし

ました。それでは次の議題に進みます。議案２「袖ケ浦市都市計画マスタープ

ランの策定について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鶴岡主査）【資料２により袖ケ浦市都市計画マスタープランの策定について説明】 

 

寺木会長 ただいまの説明について、何かご質問やご意見等がありましたら、ご発言を

お願いします。 

 

小菅委員 全体的なことですが、資料には平成２２年に策定した現行都市計画マスター

プランの内容と同じところがあります。これは本来平成３１年までに達成すべ

きものが達成できず、継続的に行うことになったというものなのでしょうか。

例えば、連鎖的に広がる宅地開発への対応や道路整備、バリアフリー化やユニ

バーサルデザインのまちづくり、農地の保全、遊休農地の活用といった記載が

挙げられます。平成２２年に策定した現行都市計画マスタープランに酷似して

いるところが多いのですが、これは策定市民委員会で意見が挙がり記載してい

るのでしょうか。それとも現行都市計画マスタープランを参考に作成をしてい

るのでしょうか。 

 

寺木会長 現在の市街地を今後どうしていくのかという点からすると、劇的に変化する

ものではありません。一方、社会情勢として人口減少などは想定されているこ

とから、このような点は検討し、反映させていくこととなります。このため、

現行都市計画マスタープランを踏襲していることや似ているということだけを

理由に否定するものではないというものになります。例えば、明確な根拠や理

由があり内容を変更すべきということであれば、策定市民委員会に対し意見を

述べることはできると思います。 

 

小菅委員 感想も含んでしまいますが、現行都市計画マスタープランには具体的事項が

記載されていたと思います。 
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寺木会長 感想は良いと思います。しかし、感想だけですと策定市民委員会側もどのよ

うにすべきか迷ってしまいますので、理由などがあればいただきたいと思いま

す。 

 

事務局（鈴木次長） 先ほどの小菅委員の質問ですが、次期都市計画マスタープランの

内容については、現行都市計画マスタープランの内容を踏襲し、大幅な変更ま

でしておりません。しかし、将来人口予測や高速道路の開通等、土地利用の変

化が見られますので、それらを盛り込んだうえで案の策定をしています。なお、

現行都市計画マスタープランでは、具体的な事業として区画整理事業などが記

載されていますが、これは当時、既に具体的な事業が決まっていたため記載し

実施をしてきたものです。しかし、現在は事業も完了している状況ですので、

次期都市計画マスタープランでは具体的な記載はしていないということになり

ます。 

 

小菅委員 平成２２年に策定された現行都市計画マスタープランは明確な表現が多いの

で、次期都市計画マスタープランについても同様の記載をするとわかりやすい

と思います。 

 

寺木会長 今回は全体構想の説明でしたので、今後地域別構想を策定する際には、もう

少し細かいものが出てくるかと思います。 

 

事務局（江尻部長） 補足いたしますが、平成２２年に見直しを行った現行都市計画マ

スタープランは、当初、平成１１年に平成３１年を目標年次として作成した都

市計画マスタープランを見直したものとなります。平成１１年に策定した都市

計画マスタープランには、細かな計画が既に記載されており、平成２２年の見

直しの際にも載せていました。現在は、事業が終了したものは消し、残したも

のについては記載をしています。なお、今後行う新たな事業については、現時

点で明確なものが示されていません。このため、次期都市計画マスタープラン

では具体的な記載ではなく方向性を記載し、これに基づき、今後具体的な事業

を総合計画の中の実施計画において考えていくことになると思います。 

 

小菅委員 わかりました。 

 

寺木会長 率直な意見は必要だと思います。 

 

事務局（鈴木次長） 先ほど部長からありましたが、次期都市計画マスタープランの策
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定に際しては、現行都市計画マスタープランの点検評価や市民アンケート等の

結果も踏まえて策定を進めています。また、先ほど会長からもありましたが、

今後地域別構想を策定し、更に詳細な内容について記載をしていきます。 

 

小菅委員 個別の場所について、今後どのようにまちづくりがされるのか気になってい

ました。 

 

寺木会長 スケジュール的にはかなりタイトだと思いますがよろしくお願いいたします。 

 

三浦委員 ガス事業者という立場から、エネルギーや環境、経済、防災といった視点で

感想を述べさせていただきます。一点目はここ数年、社会情勢として地球環境

に対する負荷低減ということが重要視されています。都市計画についても、サ

ステナビリティにどう対応していくかという視点が重要かと思いますが、環境

負荷の低減に向けてコンパクトなまちづくりの推進や公共交通機関の充実とい

った方針が織り込まれているのは評価できるのではないかと思います。なお、

私としては環境負荷の低減に向けた取組みの位置づけを更に重くしても良いか

と思います。二点目は防災の点についてです。災害に強いまちづくりというこ

とで防災の方針が明確に書かれており、この点も評価できると感じました。 

 

事務局（鈴木次長） ありがとうございます。ご指摘いただいた件についてですが、環

境や防災の点については、各担当課においても個別に計画を策定し運用をして

おります。都市計画マスタープランではこれら個別計画と連携し、大きな方針

を記載し、詳細については個別計画に基づき対応を図ることとなります。 

 

三浦委員 私も市の公共施設で二酸化炭素を削減する目標値を掲げ、実績値を管理する

など具体的な取組みをしていることは存じています。 

 

鬼塚副会長 先ほどの話の中で、策定市民委員会の意見を受けて策定を進めていること

は分かりましたが、一方で時系列的にいつまでにこれを達成してほしいといっ

た細かいところまで委員会で話し合っていった方が良いのではないでしょうか。

計画期間が長いので、何年度までにこの事業を実施するといったことも考える

ことが必要だと思います。 

 

寺木会長 ご指摘の点は計画の進行管理のことになるかと思います。 

 

事務局（鶴岡主査） 次期都市計画マスタープランの期間は１２年間となっており、予

め策定市民委員会の委員には１２年間の計画であることを承知いただいたうえ
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で議論を進めています。このため、さらに細かく年度を区切って議論をしてい

るということまではしていません。なお、年次ごとの進捗についての視点はあ

まり入っていなかったので、今後策定市民委員会において、事業によって速や

かに行うものなのか、継続的に行うものなかといったことを、委員会時の説明

などでも加えつつ検討していきたいと思います。 

 

寺木会長 １２年間というのは長いということでしょうか。 

 

鬼塚副会長 市民委員には、すぐに実現すべき取組みもあれば、１２年間のうちに実施

できれば良いと思う取組みもあろうかと思います。それらを振り分ける必要が

あるのではないかと感じました。その方が漠然ではなく明確になると思います。 

 

事務局（江尻部長） まちづくりの方向性については、総合計画の中の基本構想、基本

計画、実施計画という３段階の計画によって、各種事業を落とし込んでいきま

す。この中で、具体的な事業を示す実施計画において、現在細かな事業を振り

分けています。都市計画マスタープランでは大きな方針を示し、個別具体な事

業については実施計画にて対応をしていくこととしています。 

 

寺木会長 個別の事業については、下位計画である事業計画にて記載され、実施してい

くという認識だったのですがいかがでしょうか。 

 

事務局（江尻部長） 総合計画の中には、都市のほか福祉や産業といった多くの部門に

ついて記載されています。その中で各種計画と連携し、予算や実施時期などを

明確にしていくのが実施計画で現在その振り分けをしております。 

 

寺木会長 例えば、この路線は先行して整備するといったことは個別の事業計画で明記

するものという認識でよろしいですよね。上位計画ではなく下位計画で記載さ

れるものと認識しているのですが、いかがでしょうか。 

 

事務局（江尻部長） 確かにそうですが、実際には個別の事業計画と総合計画の実施計

画は相互連携して策定されております。実施計画は３年毎の計画で、事業期間

や事業費なども含め策定されます。長いスパンの中で、目標として都市計画マ

スタープランで方針を掲げ、絵に描いた餅にならないよう実施計画に位置づけ

事業を推進していくということとしています。 

 

寺木会長 これらは、都市計画マスタープランの実現化方策においても触れる内容だと

思います。 
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立﨑委員 都市計画マスタープランに記載すべきかわかりませんが、農業の視点では高

齢化や担い手の減少、遊休農地の増大といったことが課題となっており、担い

手の確保や耕作放棄地対策の推進といったことは記載いただいています。一方、

平成２２年の時点ではそれほど大きな問題ではなかったのですが、最近、君津

地域ではイノシシなどの獣害対策が大きな課題となっています。次期都市計画

マスタープランには野生生物の生態系に配慮するとの記載がありますが、これ

は水辺等の鳥など、良い意味での生き物を指しているということでしょうか。 

 

事務局（鶴岡主査） そうです。これはイノシシ等に限ったものとして記載したもので

はありません。 

 

立﨑委員 可能ならば、イノシシ等に対する獣害対策に関する取組みについて少し加え

ていただければ、自然環境や農地の保全に通じるのではないかと思います。都

市計画マスタープランに必ず明記すべきものではないと思いますが、考慮でき

る点かと思い意見を述べさせていただきました。 

 

事務局（鶴岡主査） 都市計画マスタープランは、都市計画に関する方針ということで、

主に土地利用や都市施設等に関する方針を記載するものです。農地についても、

その土地をどのように利活用するかを考え記載しています。獣害対策について

は、土地の利活用というより、土地を守るための手法かと思います。なお、農

林部局にも個別計画や方針がありますので、都市計画マスタープランの中に入

れる必要性があるのかについて検討いたします。 

 

寺木会長 記載するのであれば災害の分野ではないと思います。 

 

事務局（鶴岡主査） おそらく、都市環境の項目になろうかと思います。なお、野生生

物と記載すると、イノシシ等を思い浮かんでしまうことも考えられるので、表

現についても検討したいと思います。 

 

寺木会長 今回説明のあった範囲は広いので、もし他に意見等がある場合、いつまでだ

ったら良いでしょうか。 

 

事務局（鶴岡主査） ９月３０日に第６回都市計画マスタープラン策定市民委員会が開

催されます。このため、９月１３日をめどに意見をいただければ精査や検討が

できると思います。 
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寺木会長 それでは、ご意見が他にございましたら事務局までいただければと思います。

それでは、その他事項について事務局から何かありますか。 

 

事務局（泉水副参事） 特にございません。 

 

寺木会長 それでは他に委員の皆様からご意見等はございますか。特に無いようですの

で、本日予定しました議題は、滞りなく全て終了いたしました。ご協力ありが

とうございました。進行を事務局にお返しします。 

 

事務局（江尻部長） 長時間に渡り慎重審議ありがとうございました。ただ今、承認い

ただきました、議案第１号の答申につきましては、事務局で答申案を作成いた

しまして、会長と副会長に確認をただいたうえで、その後、会長から市長へ答

申していただくことといたします。委員の皆様には、答申後になりますが、議

事録の写しと併せまして答申書の写しを送付させていただきます。 

 

事務局（泉水副参事） 寺木会長・委員の皆様ありがとうございました。委員の皆様に

は、議事録作成にあたり発言内容の確認をいただき、その後議事録の写しを事

務局から送付させていただきますので、ご了承をお願いいたします。また、議

事録につきましては、市のホームページ等で公開いたしますことを申し添えま

す。なお、次回、第３回審議会は前回会議でお話ししたとおり、１２月頃の開

催を予定しております。正式な開催日が決定次第、委員の皆様に開催通知を送

付させていただきます。それでは、以上を持ちまして、第２回袖ケ浦市都市計

画審議会を終了させていただきます。慎重審議どうもありがとうございました。 

 

【閉会】                        〈午前１１時１５分閉会〉



令和元年度第２回 袖ケ浦市都市計画審議会 

 

日 時  令和元年９月６日（金） 

午前１０時から 

場 所  市役所２階会議室（一） 

 

次      第 

 

１ 開  会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議事録署名人の選出 

 

５ 議  事 

（1）袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅海側地区）の変更について（付議）【資料１】 

 

（2）袖ケ浦市都市計画マスタープランの策定について（状況報告）【資料２】 

 

（3）その他 

 

６ 閉  会 



資料１－１ 
 

袖ケ浦都市計画地区計画の変更について 

１．変更概要 

袖ケ浦駅海側土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、令和元年７月１

２日に換地処分※の公告がなされたことから、本事業区域において「字の区域及び名

称の変更」を行われ、翌日の７月１３日から新しい町名に変更となりました。 

これに伴い、袖ケ浦都市計画地区計画（袖ケ浦駅海側地区）についても、「位

置」が変更となることから、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１

９条第１項の規定により、袖ケ浦市都市計画審議会の議決を求めるものです。 

 

２．変更の手続きについて 

 通常、地区計画の変更の際は、変更案に対し縦覧及び意見書の受付を行った後、

本審議会へ付議をすることとなります。 

 しかし、本件については、現に決定されている都市計画の実質的な位置に変更が

なく、単に住所表示の変更を行うだけであることから、軽易な変更（名称の変更）

として取扱うこととなります。 

 軽易な変更（名称の変更）の場合、都市計画法及び同施行令に基づき、縦覧や県

との協議等が省略されることとなります。 

 

３．変更図書について 資料１－２ 

 

４．今後の予定 

 

９月６日 市都市計画審議会（付議） 

９月下旬 都市計画変更の告示 

 

 

 

※換地処分：土地区画整理事業の工事が終了した際に実施されます。元々所有して

    いた従前地の権利を失い、代わりに換地の権利を得ることとなります。 
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   袖ケ浦都市計画地区計画の変更（袖ケ浦市決定） 

都市計画袖ケ浦駅海側地区地区計画を次のように変更する。 

名    称  袖ケ浦駅海側地区 地区計画 

位    置  袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目、袖ケ浦駅前２丁目の全部の区域 

面    積  約 ４８．９ ｈａ 

区

域

の

整

備

･

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 の 目 標 

ＪＲ内房線袖ケ浦駅海側地域は、地域の生活拠点として、商業･サービス業施設の立地

を誘導し、土地の高度利用及び新たな市街地の形成が見込まれている。 

このため、地区計画を導入することにより、交通･商業･業務機能を兼ね備えた交通拠

点と、健全で良好な住環境を有する地域の生活拠点を形成することを目標とする。 

その他当該区域の整

備・開発及び保全に

関する方針 

１ 土地利用の方針 

本地区を低層住宅地区、住居地区及び商業地区に区分し、それぞれの地区の方針を

次のように定める。 

〔 低層住宅地区 〕 

一定の敷地規模を有する良好な低層住宅として、環境の維持、保全を図る。 

〔 道路等沿線地区 〕 

  日常生活の利便性を支える各種生活サービス施設等を配置する。 

〔 幹線道路沿線地区 〕 

 幹線道路を活かし沿道型商業やサービス施設等を配置する。 

〔 商業地区 〕 

  地域の拠点として必要となる商業地を誘導するとともに、土地の高度利用を図る。 

２ 地区施設の整備方針 

  土地区画整理事業により計画的に整備された道路、公園等の施設の維持保全を図る。 

３ 建築物等の整備方針 

  区分された各地区の特性に応じ、それぞれ次のような制限を定めて健全な都市環境

の形成を図る。 

(1) 地域の利便性の向上を図りつつ、建築物の用途の混在による環境の悪化を防止す

るため、建築物の用途の制限を設ける。（全地区対象） 

(2) 敷地の細分化による建築物の過密化を防止するため、敷地面積の最低限度を定め

る。（低層住宅地区対象） 

(3) 歩行者への配慮と開放感のある街並み景観を形成するために、壁面の位置の制限

を定める。（全地区対象） 

(4) 街並みの美観上及び防災上の観点から、かき又はさくの構造の制限を定める。 

（全地区対象） 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の 

区 分 

地区の名称 
低層住宅地区 

（第一種低層住居専用地域） 

道路等沿線地区 

（第一種住居地域） 

地区の面積 約 ２１．９ ｈａ 約 ９．８ ｈａ 

建築物の用途の制限 

 次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

 

１ 神社、寺院、教会等 

２ 公衆浴場 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

 

１ ボーリング場、スケート場、水泳場そ

の他これらに類する運動施設 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小動

物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

建築物の敷地面積の

最低限度 

１６５㎡ ただし、市長が公益上必要と認

めた場合は、この限りでない。 
－ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、車庫･物置及び、市長が公益上

必要と認めたものについては、この限りで

ない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

かき又はさくの構造

の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に

該当するものでなければならない。 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが 

１.５ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限

りでない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック類

の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の 

区 分 

地区の名称 
幹線道路沿線地区 

（第二種住居地域） 

商業地区 

（商業地域） 

地区の面積 約 １０．０ ｈａ 約 ７．２ ｈａ 

建築物の用途の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

 

１ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に掲

げる遊戯施設（マージャン屋、ぱちんこ

屋等を除く。） 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小動

物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

 

１ 戸建住宅 

２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に掲

げる遊戯施設（マージャン屋、ぱちんこ

屋等を除く。） 

３ 個室付浴場、ヌード劇場、ラブホテル、

ポルノショップ、個室マッサージ等、風

俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第６項各号に掲げる

店舗型性風俗特殊営業の用に供する建

築物 

４ 自動車教習所 

５ 倉庫業倉庫を営む倉庫 

６ 畜舎 

 （ペットとして飼育する犬、猫等の小動

物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動物

病院及びペットショップその他これら

に類するものを除く。） 

７ 建築基準法別表第二（へ）項第２号及

び（と）項第３号に掲げる事業を営む工

場 

８ 建築基準法別表第二（と）項第４号に

掲げる危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物 

建築物の敷地面積の

最低限度 
－ － 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路 3･3･11 西内河根場

線、3･4･18西内河高須線、3･3･17袖ケ浦

駅北口線の道路境界線までの距離は、２ｍ

以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路3･3･17袖ケ浦駅北口

線の道路境界までの距離は、２ｍ以上とす

る。 

ただし、市長が公益上必要と認めたもの

については、この限りでない。 

かき又はさくの構造

の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に
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該当するものでなければならない。 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   商業街区については、２.０ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが 

１.５ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限

りでない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック類

の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。」 

理由：袖ケ浦駅海側地区において、換地処分を行い、字の区域及び名称の変更があったことから、地区計画を変更す

るものである。
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袖ケ浦駅海側地区地区計画 新旧対照表 

新 旧 

袖ケ浦都市計画地区計画の変更（袖ケ浦市決定） 

都市計画袖ケ浦駅海側地区地区計画を次のように変更する。 

名    称  袖ケ浦駅海側地区 地区計画 

位    置  袖ケ浦市袖ケ浦駅前１丁目、袖ケ浦駅前２丁目の全部の区域 

面    積  約 ４８．９ ｈａ 

区

域

の

整

備

･

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 の 目 標 

ＪＲ内房線袖ケ浦駅海側地域は、地域の生活拠点として、商業･サービス業施設の

立地を誘導し、土地の高度利用及び新たな市街地の形成が見込まれている。 

このため、地区計画を導入することにより、交通･商業･業務機能を兼ね備えた交通

拠点と、健全で良好な住環境を有する地域の生活拠点を形成することを目標とする。 

その他当該区域の整

備・開発及び保全に関

する方針 

１ 土地利用の方針 

本地区を低層住宅地区、住居地区及び商業地区に区分し、それぞれの地区の方針

を次のように定める。 

〔 低層住宅地区 〕 

一定の敷地規模を有する良好な低層住宅として、環境の維持、保全を図る。 

〔 道路等沿線地区 〕 

  日常生活の利便性を支える各種生活サービス施設等を配置する。 

〔 幹線道路沿線地区 〕 

 幹線道路を活かし沿道型商業やサービス施設等を配置する。 

〔 商業地区 〕 

  地域の拠点として必要となる商業地を誘導するとともに、土地の高度利用を図

る。 

２ 地区施設の整備方針 

  土地区画整理事業により計画的に整備された道路、公園等の施設の維持保全を図

る。 

３ 建築物等の整備方針 

  区分された各地区の特性に応じ、それぞれ次のような制限を定めて健全な都市環

境の形成を図る。 

(1) 地域の利便性の向上を図りつつ、建築物の用途の混在による環境の悪化を防止

するため、建築物の用途の制限を設ける。（全地区対象） 

(2) 敷地の細分化による建築物の過密化を防止するため、敷地面積の最低限度を定

める。（低層住宅地区対象） 

(3) 歩行者への配慮と開放感のある街並み景観を形成するために、壁面の位置の制

限を定める。（全地区対象） 

(4) 街並みの美観上及び防災上の観点から、かき又はさくの構造の制限を定める。

（全地区対象） 

 

袖ケ浦都市計画地区計画の決定（袖ケ浦市決定） 

都市計画袖ケ浦駅海側地区地区計画を次のように決定する。 

名    称  袖ケ浦駅海側地区 地区計画 

位    置 

 袖ケ浦市大字奈良輪字田向、字平松、字南内河及び西内河の全部の区域、並びに大

字奈良輪字下谷、字東内河、字北内河、字水神、字田町、字西田町及び字三反町、並

びに大字坂戸市場字後藤免、字休所、字宮林下、字神原及び字向場の各一部の区域 

面    積  約 ４８．９ ｈａ 

区

域

の

整

備

･

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地 区 計 画 の 目 標 

ＪＲ内房線袖ケ浦駅海側地域は、地域の生活拠点として、商業･サービス業施設の

立地を誘導し、土地の高度利用及び新たな市街地の形成が見込まれている。 

このため、地区計画を導入することにより、交通･商業･業務機能を兼ね備えた交通

拠点と、健全で良好な住環境を有する地域の生活拠点を形成することを目標とする。 

その他当該区域の整

備・開発及び保全に関

する方針 

１ 土地利用の方針 

本地区を低層住宅地区、住居地区及び商業地区に区分し、それぞれの地区の方針

を次のように定める。 

〔 低層住宅地区 〕 

一定の敷地規模を有する良好な低層住宅として、環境の維持、保全を図る。 

〔 道路等沿線地区 〕 

  日常生活の利便性を支える各種生活サービス施設等を配置する。 

〔 幹線道路沿線地区 〕 

 幹線道路を活かし沿道型商業やサービス施設等を配置する。 

〔 商業地区 〕 

  地域の拠点として必要となる商業地を誘導するとともに、土地の高度利用を図

る。 

２ 地区施設の整備方針 

  土地区画整理事業により計画的に整備された道路、公園等の施設の維持保全を図

る。 

３ 建築物等の整備方針 

  区分された各地区の特性に応じ、それぞれ次のような制限を定めて健全な都市環

境の形成を図る。 

(1) 地域の利便性の向上を図りつつ、建築物の用途の混在による環境の悪化を防止

するため、建築物の用途の制限を設ける。（全地区対象） 

(2) 敷地の細分化による建築物の過密化を防止するため、敷地面積の最低限度を定

める。（低層住宅地区対象） 

(3) 歩行者への配慮と開放感のある街並み景観を形成するために、壁面の位置の制

限を定める。（全地区対象） 

(4) 街並みの美観上及び防災上の観点から、かき又はさくの構造の制限を定める。

（全地区対象） 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の区

分 

地区の

名称 

低層住宅地区 

（第一種低層住居専用地域） 

道路等沿線地区 

（第一種住居地域） 

地区の

面積 
約 ２１．９ ｈａ 約 ９．８ ｈａ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 神社、寺院、教会等 

２ 公衆浴場 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１６５㎡ ただし、市長が公益上必要と

認めた場合は、この限りでない。 
－ 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、車庫･物置及び、市長が公益上

必要と認めたものについては、この限り

でない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

かき又はさく

の構造の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に

該当するものでなければならない。 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが１.

５ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限り

でない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック

類の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の区

分 

地区の

名称 

低層住宅地区 

（第一種低層住居専用地域） 

道路等沿線地区 

（第一種住居地域） 

地区の

面積 
約 ２１．９ ｈａ 約 ９．８ ｈａ 

建築物の用途

の制限 

 次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 神社、寺院、教会等 

２ 公衆浴場 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

１６５㎡ ただし、市長が公益上必要と

認めた場合は、この限りでない。 
－ 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、車庫･物置及び、市長が公益上

必要と認めたものについては、この限り

でない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの道路境界線及び隣地境界線までの

距離は、１ｍ以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

かき又はさく

の構造の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に

該当するものでなければならない。 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが１.

５ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限り

でない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック

類の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 
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地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の区

分 

地区の

名称 

幹線道路沿線地区 

（第二種住居地域） 

商業地区 

（商業地域） 

地区の

面積 
約 １０．０ ｈａ 約 ７．２ ｈａ 

建築物の用途

の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に

掲げる遊戯施設（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 戸建住宅 

２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に

掲げる遊戯施設（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

３ 個室付浴場、ヌード劇場、ラブホテ

ル、ポルノショップ、個室マッサージ

等、風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条第６項各号に

掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供

する建築物 

４ 自動車教習所 

５ 倉庫業倉庫を営む倉庫 

６ 畜舎 

 （ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

７ 建築基準法別表第二（へ）項第２号

及び（と）項第３号に掲げる事業を営

む工場 

８ 建築基準法別表第二（と）項第４号

に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

－ － 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路 3･3･11 西内河根場

線、3･4･18西内河高須線、3･3･17袖ケ浦

駅北口線の道路境界線までの距離は、２

ｍ以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路3･3･17袖ケ浦駅北口

線の道路境界までの距離は、２ｍ以上と

する。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

かき又はさく

の構造の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に

該当するものでなければならない。 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区

の区

分 

地区の

名称 

幹線道路沿線地区 

（第二種住居地域） 

商業地区 

（商業地域） 

地区の

面積 
約 １０．０ ｈａ 約 ７．２ ｈａ 

建築物の用途

の制限 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に

掲げる遊戯施設（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

２ 自動車教習所 

３ 畜舎 

（ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

 

次に掲げる建築物は建築してはならな

い。 

 ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 

１ 戸建住宅 

２ 勝馬投票券発売所、場外車券売場等、

建築基準法別表第二（ほ）項第２号に

掲げる遊戯施設（マージャン屋、ぱち

んこ屋等を除く。） 

３ 個室付浴場、ヌード劇場、ラブホテ

ル、ポルノショップ、個室マッサージ

等、風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条第６項各号に

掲げる店舗型性風俗特殊営業の用に供

する建築物 

４ 自動車教習所 

５ 倉庫業倉庫を営む倉庫 

６ 畜舎 

 （ペットとして飼育する犬、猫等の小

動物の畜舎で15㎡以下のもの並びに動

物病院及びペットショップその他これ

らに類するものを除く。） 

７ 建築基準法別表第二（へ）項第２号

及び（と）項第３号に掲げる事業を営

む工場 

８ 建築基準法別表第二（と）項第４号

に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供す

る建築物 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

－ － 

壁面の位置の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路 3･3･11 西内河根場

線、3･4･18西内河高須線、3･3･17袖ケ浦

駅北口線の道路境界線までの距離は、２

ｍ以上とする。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面

からの都市計画道路3･3･17袖ケ浦駅北口

線の道路境界までの距離は、２ｍ以上と

する。 

ただし、市長が公益上必要と認めたも

のについては、この限りでない。 

かき又はさく

の構造の制限 

 かき又はさくは、次に定めるところにより設置するものとする。ただし、市長が公

益上やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。 

１ 道路境界線側及び隣地境界線側にかき又はさくを設ける場合は、次の各号の一に

該当するものでなければならない。 
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 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   商業街区については、２.０ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが１.５

ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限りで

ない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック

類の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。」 

 (1) 生垣 

 (2) 宅地地盤面からの高さが１.５ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

   商業街区については、２.０ｍ以下のフェンス等の透視可能なもの。 

ただし、コンクリートブロック造等であっても、宅地地盤面からの高さが１.５

ｍ以下で、開放性を著しく妨げない範囲内で設ける場合については、この限りで

ない。 

２ 前項の生垣の植栽帯の法止め又はフェンス等の下に積むコンクリートブロック

類の高さは、宅地地盤面から、６０ｃｍ以下とする。 

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり。」 
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地区計画変更理由書 

 

変更理由 

  袖ケ浦駅海側地区において、換地処分を行い、字の区域及び名称の変更があ

ったことから、地区計画を変更するものである。 
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第 1 章 都市計画マスタープランの概要 
１ 都市計画マスタープランの策定趣旨 

本市では、平成 11 年（1999 年）３月に平成 31 年（2019 年）を目標年次とする、都市マス
タープランを策定しましたが、市を取り巻く情勢の変化を捉え、10 年が経過した平成 22 年
（2010 年）3 月に⾒直しを⾏い、これに基づき都市づくりを進めてきました。 

⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の進⾏、地球温暖化をはじめとする環境問題への意識の⾼まりや地震に
よる防災意識の⾼まりなど、本市を取り巻く社会経済情勢は⼤きく変化してきました。 

このような中で、都市計画区域における都市計画の基本的な⽅針として千葉県が定める「袖ケ
浦都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」が平成 28 年（2016 年）3 月に改定さ
れ、市の上位計画となる「袖ケ浦市総合計画」（以下、「総合計画」という。）が令和 2 年（2020
年）に策定されました。 

これらの上位計画との整合・調整を図るとともに、社会経済情勢、⼈⼝動向、⼟地利⽤の現状
及び都市施設の整備状況等を考慮し、⻑期的な視点に⽴った都市の将来像、⼟地利⽤の⽅針及び
都市施設としての道路･公園･下⽔道等の配置や整備⽅針等を明らかにするものとして都市計画
マスタープランを策定することとしました。 

 
２ 都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に定められた「市町村の都市計画に関す
る基本的な⽅針」にあたるものです。 

⻑期的な視点から将来都市構造、⼟地利⽤の⽅針、都市施設の整備⽅針等を定めており、将来
の都市づくりを進めるうえでの指針となるものです。 

また、市の総合計画に掲げる将来像を都市計画の視点から実現するためのものと位置づけられ
るほか、千葉県が策定する「袖ケ浦都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の⽅針」に即し
て決定されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 袖ケ浦市都市計画マスタープランの位置づけ  

＜都市計画＞  
⽤途地域・⾼度地区等の地域地区、市街地開発事業、地区計画、 

都市計画道路・公園・下⽔道等の都市施設  等 

 袖ケ浦都市計画 
都市計画区域の整備、開発 

及び保全の⽅針 
袖ケ浦市総合計画 

＜各種関連計画＞  
・緑の基本計画 
・道路網整備計画 
・下⽔道全体計画 
・地域防災計画 
・環境基本計画 
・景観計画     等 

連携 

袖ケ浦市が策定する計画等 千葉県が策定する計画 

袖ケ浦市 
都市計画 

マスタープラン 

即す 

即す 即す 

即す 
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３ 都市計画マスタープランの目標年次 
  本マスタープランの目標年次は総合計画における基本構想との一体的な運⽤を図る観点から、

基本構想の目標年次である、令和 13 年（2031 年）とします。 
  なお、社会経済状況の急激な変化があった場合については、適宜⾒直しを⾏うものとします。 
 

開始年次 目標年次 

令和 2 年（2020 年） 令和 13 年（2031 年） 

 

４ 都市計画マスタープランの構成 

都市計画マスタープランは、本市の現状や都市の主要課題、上位関連計画との整合などを踏ま
えて、⼤きく次の４つの⽅針で構成されます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 都市計画マスタープランの構成 

  

全体構想 地域別構想 

●⼟地利⽤の⽅針 
●都市施設の整備⽅針 
●都市環境の形成⽅針 
●都市景観の形成⽅針 
●都市防災の⽅針 

●昭和地域 
●⻑浦地域 
●根形地域 
●平岡地域 
●中川・富岡地域 
●臨海地域 

将来 
都市像 ●将来都市像／●目標⼈⼝／●都市づくりの基本⽅針／●将来都市構造 

実現化 
⽅策 

●都市計画マスタープラン推進のためのしくみ 
●計画の進⾏管理のしくみ 

●地域ごとの 
・将来像 
・⼟地利⽤⽅針 
・整備⽅針 

本市の現状と課題 
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第２章 市の都市づくりの課題 
１ 社会環境の変化からみた課題 

（１）将来の⼈⼝減少の抑制 

将来的に⼈⼝減少局面を迎えることにより、経済活動の生産性や地域活⼒の低下、財政状況
の厳しさが増すことが懸念されます。このため、今後は持続可能な都市の形成を進めていくと
ともに、臨海部においては、鉄道駅周辺で⾼度利⽤を図るなど、効率的な⼟地利⽤を促進し、
⼈⼝増加の受皿となる魅⼒ある市街地を形成していくとともに、内陸部においては、居住環境
と⾃然環境、産業活動とが調和した都市づくりを進めることで、まちの魅⼒を⾼め、将来の⼈
⼝減少の抑制を図ることが求められます。 

 
（２）地域のつながり強化と市⺠協働の一層の推進 

価値観・ライフスタイルが多様化していくなか、地域コミュニティの機能の低下が懸念され
ています。住みよい地域をつくっていくには、それぞれの地域において市⺠相互が交流を深め、
活気ある地域コミュニティを形成することで地域の課題を解決するとともに、市⺠のまちづく
りへの積極的な参加による市⺠協働の推進が求められます。このため、地域での繋がりを醸成
する都市づくりが求められます。 

 

（３）地域資源を活かした産業振興 
本市は工業・農業などの基幹産業が発達していることに加え、広域的な交通利便性を有して

います。また、本市が有する多くの観光資源は交流⼈⼝を拡⼤するためのポテンシャルを有し
ています。このような地域資源を活かし、利便性の⾼い都市環境や活⼒ある産業振興と雇⽤の
確保、そして活気あるまちの実現を図ることが求められます。 

 
２ ⼟地利⽤からみた課題 

（１）商業地のあり⽅ 

本市では、商業的な集積が少なく、地元購買率は県平均を⼤きく下回り、隣接市への消費の
流出が顕著となっています。「まちづくりに関する市⺠アンケート」などの市⺠意⾒において
も、魅⼒ある商業施設の⽴地が求められています。 

 

（２）市街化調整区域における開発 
本市では、⻑浦地区や昭和地区の市街化区域に接する市街化調整区域において宅地が供給さ

れており、市街化区域縁辺部での開発による供給数は 1000 宅地を超えています。これらの宅
地開発が過度に進⾏した場合、下⽔道や道路整備などの将来的な⾏政の負担が予想されること
から、原則として市街化調整区域における市街地の拡⼤を抑制し、周辺環境などに配慮した規
制誘導策により秩序ある⼟地利⽤を図ることが求められます。 

 
（３）内陸地域における既存コミュニティの維持・活性化 

内陸部の住宅地や集落地では、⼈⼝減少が著しい集落があり、地域コミュニティの機能の低
下が懸念されることから、既存コミュニティを維持・活性化する⽅策が求められます。 
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（４）⾼速道路インターチェンジ周辺や主要幹線道路沿道における⼟地利⽤の誘導 
本市の広域的な交通利便性は東京湾アクアラインなどの開通やそれに伴う⾼速バスなどの

交通ネットワークの充実により⼤幅に向上し、今後、令和６年度（2024 年度）には圏央道が
全面開通するなど、更なる交通利便性の向上が想定されます。 

広域幹線道路の整備に伴い、⾼速道路インターチェンジ周辺及びインターチェンジにアクセ
スする主要幹線道路沿道においては、産業・観光施設の⽴地などの地域振興に寄与する⼟地利
⽤について、計画的な規制誘導が求められます。 

 
（５）観光資源の活⽤と広域的な観光ネットワークの形成 

本市が有する観光資源を活かした都市づくりを進めるほか、来訪者の市内における回遊性や
滞留性を⾼める仕組みを検討する必要があります。 

 
（６）農地や樹林地の保全と都市緑化の推進 

斜面林や内陸部の樹林地、農地や⾥山等の緑は本市の貴重な財産であり、本市の暮らしやす
さの源泉のひとつになっています。しかし、⾥山の適切な管理や耕作放棄地などの課題もある
ことから、今後も良好な状態で維持・保全することが求められます。 

また、市街地内に点在する斜面林及び社寺林等は、市街地内の都市環境を守る貴重な緑地で
あるため、保全に努めることが求められます。 

 
（７）適切に管理されていない空家等の対策 

少⼦⾼齢化や核家族化などの社会情勢の変化に伴い、全国的に空家等が増加し、本市におい
ても多く存在しています。中でも適切に管理されていない空家等は、防災、景観、生活環境等
に影響を及ぼすことから、市⺠や関係機関との相互連携により、適切な管理・活⽤を推進する
ことが求められます。 

 
３ 都市施設の整備状況からみた課題 

（１）安全・安心な歩⾏者・⾃転⾞空間の整備 
本市では、都市計画道路を含む道路網の整備を進めていますが、「まちづくりに関する市⺠

アンケート」では、歩道や⾃転⾞道に対する意⾒が多く、歩道と共に⾃転⾞空間のネットワー
クづくりについて検討することが求められます。 

また、⾼齢者や障がい者が外出しやすいように引き続き、バリアフリー化やユニバーサルデ
ザインに基づくまちづくりが求められます。 

 

（２）公共交通の利便性の向上 
鉄道は市内各駅の更なる利便性向上が求められます。 
路線バスは、国道や県道などの幹線道路を中心として袖ケ浦駅や⻑浦駅などの鉄道駅と住宅

地などを結ぶ路線が運⾏されています。しかし、⾃家⽤⾞の普及などにより利⽤者数が減少し、
運⾏路線の維持が難しくなっていることから、⾞を利⽤できない交通弱者のための移動手段の
確保策を検討する必要があります 

⾼速バスは、東京線や渋⾕線など新規路線が開設され、利⽤者及び運⾏便数が増加していま
す。袖ケ浦バスターミナルと鉄道駅との結節の強化など、⾼速バスの利便性を一層⾼めるため
の取組みが求められています。  
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（３）⽼朽化したインフラ施設の計画的な修繕・更新 
財政状況は厳しさを増していくことが予想される中で、公共施設や道路、橋梁など、インフ

ラ施設の⽼朽化は進⾏していくことから、計画的に修繕・更新を進めていくことが求められま
す。 

 
４ 都市環境形成からみた課題 

（１）災害に強いまちづくり 
地震や風⽔害などに対して市⺠の生命、身体及び財産の保護を図るため、災害に強いまちづ

くりの推進が求められます。 
 

（２）魅⼒ある景観の保全・形成 
本市は、臨海部の工業地域や市街地から内陸部の集落地、農地、山林まで変化に富んだ特徴

的な景観を有しており、市内のいたる所から富⼠山が望めるほか、斜面林や⽔⽥、丘陵部に広
がる畑、美しい生け垣を持った農家住宅、各地区に点在する歴史を感じさせる神社仏閣、景観
に配慮した市街地など、景観資源に恵まれています。これら地域の貴重な景観資源を守り、育
み、また創り出すことによって、愛着や誇りを持てるまちをつくっていく「景観まちづくり」
を推進してくことが求められます。 
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第３章 将来都市像 
１ 将来都市像 

 袖ケ浦市総合計画における基本構想で示された「市が目指す将来の姿」を実現するため、本マ
スタープランにおいても、「みんなでつくる ⼈つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」を共通
の将来都市像として位置づけます。 

「みんなでつくる ⼈つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」 
 

２ 目標人口 
住⺠基本台帳登録⼈⼝を基に推計を⾏ったところ、令和７年（2025 年）に本市の⼈⼝はピー

クを迎え、その後緩やかな⼈⼝減少局面に入ることが予測されます。この推計結果を踏まえ、目
標年次（令和 13 年）における目標⼈⼝を概ね 64,000 ⼈と設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 各⼈⼝推計のグラフ 
  

61,316 
61,927 

64,531 
65,048 

64,684 
63,960 

63,039 

60,355 
61,116 

62,697 62,990 
62,411 

61,520 

60,497 

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

平成22年

(2010年)

平成27年

(2015年)

令和2年

(2020年)

令和7年

(2025年)

令和12年

(2030年)

令和17年

(2035年)

令和22年

(2040年)

総
人
口

（人
）
）

住民基本台帳人口基準 人口ビジョン（国勢調査（2010年）基準）

実績値    推計値 

2019 年時点 

（平成 31 年） 

63,704 

令和 13 年 目標人口 

64,000 人 
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３ 都市づくりの基本方針 
■上位計画の基本⽅針から⾒た都市計画マスタープランの基本⽅針 

上位計画である総合計画の「市が目指す将来の姿」を実現するための視点及び都市計画区域の
整備、開発及び保全の⽅針に掲げられている基本⽅針から抽出される本マスタープランの基本⽅
針は以下に示す通りです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【基本的視点１】 
誰もが活躍するまち 

【共通の視点】 
みんなでつくるまち 

【基本的視点２】 
安心して暮らせるまち 

【基本的視点３】 
⼈が集まる活気あるまち 

⼈々が集まって住み、活⼒ 
あるコミュニティのある街 

豊かな⾃然を継承し、 
持続可能な街 

圏央道等の広域道路ネットワーク 
の波及効果により活性化する街 

 地域での活動が活発で 
 まとまりのある都市づくり 

⼈々が安心して住み、 
災害に強い街 

 安全・安心な都市づくり 

 ⼈や環境にやさしい 
 魅⼒あふれる都市づくり 

 多様な産業が調和した 
 活⼒ある都市づくり 

袖ケ浦市総合計画 
「市が目指す将来の姿」 
を実現するための視点 

千葉県 
都市計画区域の整備、 
開発及び保全の⽅針 

都市計画マスタープラン 

1 

2 

3 

4 

即す 即す 
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基本方針１ 地域での活動が活発でまとまりのある都市づくり 
将来的な⼈⼝減少局面への対応や地域コミュニティの機能の低下など諸課題への対応を図

るため、市⺠、事業者などと⾏政が連携・協⼒し、市⺠協働によるまちづくりを推進します。 
無秩序な市街地の拡⼤や⼟地利⽤の転換を抑制し、地域の特性を活かした拠点形成を図るこ

とで、活⼒に満ちたコミュニティのある集約型都市構造の形成を進めます。また、それらを道
路や交通ネットワークで結び、拠点間の連携強化を図ります。 

鉄道駅周辺などにおいては、低未利⽤地などを有効に活⽤しながら、商業や業務施設などの
生活利便施設を誘導するとともに、交通ネットワークによる移動しやすい環境を整えることで、
利便性が⾼く、まとまりのある都市空間の形成を図ります。 

 
基本方針２ 人や環境にやさしい魅⼒あふれる都市づくり 

まとまりのある都市づくりや公共交通の利⽤促進、緑の保全と創出などを通じて環境への負
荷を軽減する都市づくりを進めるとともに、都市の主⼈公である⼈が活動しやすいよう、バリ
アフリー化やユニバーサルデザインに基づいた都市づくりを推進します。 

また、緑の資源などを保全、活⽤しながら、⼈々が魅⼒を感じられる居住環境や景観の形成
を図ります。 

 
基本方針３ 多様な産業が調和した活⼒ある都市づくり 

 広域的な交通利便性を活かし、臨海部や内陸部に⽴地する既存の事業所の操業環境の保全と
向上に努め、地域における雇⽤の確保を図るとともに、⾼速道路インターチェンジ周辺やイン
ターチェンジにアクセスする主要幹線道路沿道における地域振興に寄与する⼟地利⽤につい
ては、農林業や周辺の⼟地利⽤との調和を図りつつ、計画的な規制誘導を図ることで、都市の
魅⼒向上と新たな雇⽤機会の拡充を図ります。 
 また、本市が有する農業や観光といった産業資源を活かした都市づくりを進めるほか、来訪
者が市内に滞留する仕組みを検討するとともに、観光の回遊性を⾼めるため、内陸部と臨海部
の連携の強化を図ります。 
 

基本方針４ 安全・安心な都市づくり 
 地震や風⽔害など、災害種別に応じた安全な避難路と避難場所の確保を図るとともに、災害
を未然に防ぐための対策や被害軽減のための建築物の耐震化、避難所となる公共施設や道路、
橋梁等のインフラ施設の計画的な修繕・更新を⾏い、災害に強いまちづくりの推進を図ります。 
 また、防災などの観点から、適切に管理されていない空家等に対する対策の更なる推進など、
地域における安全・安心の向上を図ります。 
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４ 将来都市構造 
将来都市構造は、将来都市像を実現するために必要となる将来の骨格となる都市の構造を示す

ものです。具体的には、⼈々が集い、憩い、活動する場を「拠点」と位置づけるとともに、拠点
と他都市、又は拠点間を相互に結ぶ交通軸を「都市軸」と位置づけます。 

 
〔１〕拠点 
（１）都市拠点 

 袖ケ浦駅、⻑浦駅、横⽥駅を中心とする 3 つの地域を都市機能の集積を図る拠点として、
都市拠点と位置づけます。 

 都市拠点では、まとまりのある都市づくりという基本⽅針を踏まえ、商業施設や業務施設、
住宅などの集積を更に促進し、市⺠生活の利便性の向上を図ります。また、袖ケ浦駅周辺
部の市街化調整区域は、利便性の⾼い地域であることから、駅周辺地域の更なる活性化が
図られるよう、都市拠点の形成に資する施設の⽴地を誘導するルールを設けます。 

 都市拠点に⽴地している、市役所や⾏政センター、公⺠館等の⾏政施設については、誰も
が利⽤しやすいよう、更なる利便性の向上を図ります。 

 ３つの都市拠点は、地域特性や拠点周辺の条件が異なることから、それぞれの状況に応じ
た都市づくりを促進します。 

 

■袖ケ浦駅周辺地区 
○商業や業務、⾏政サービスなど都市機能の集積 

⼟地区画整理事業による市街地整備に伴い、東京湾アクアラインの着岸地として、また、
昭和地域の中心として市役所、業務、文化及び商業などの都市機能の集積を図ります。 

○交通結節機能の強化 
市外及び臨海部と内陸部を結ぶ交通の拠点として、鉄道・バス・⾃家⽤⾞・⾃転⾞等、

様々な交通手段からの乗換えの円滑化を図るなど、交通拠点としての機能強化を図ります。 
 
■⻑浦駅周辺地区 

○日常的な生活サービス機能の集積 
⻑浦地域の中心として、既存の商業や業務施設などの生活サービス施設に加え、低未利

⽤地の活⽤促進などにより、更なる生活サービス施設の集積を図ります。 
○交通結節機能の強化 

臨海部と内陸部を結ぶ交通の拠点として、鉄道・バス・⾃家⽤⾞・⾃転⾞等、様々な交
通手段からの乗換えの円滑化を図るなど、交通拠点としての機能強化を図ります。 

 
■横⽥駅周辺地区 

○日常的な生活サービス機能の集積 
中川・富岡地域の中心として、歩⾏者の安全性の確保などを図りつつ、市の内陸部にお

ける生活拠点にふさわしい生活サービス施設の集積を図ります。 
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（２）地域拠点 
 内陸部の住宅地や集落地においては、⼈⼝の減少が著しい地区が多いことから、⼈⼝減少

の抑制を図るとともに、既存コミュニティを維持・活性化する必要があります。このため、
内陸部の住宅地で市街化区域であるのぞみ野地区、また、地域の暮らしの中で身近な交流
活動の場である公⺠館などが⽴地し、かつ旧町村の中心地などである（県）南総昭和線沿
いの根形地区、（主）千葉鴨川線沿いの平岡地区を地域拠点と位置づけます。 

 地域拠点では、地域コミュニティの維持を目的とし、地域住⺠の活動拠点の形成を図りま
す。また、拠点周辺では生活サービス機能の維持・充実による、市⺠生活の利便性向上を
図ります。併せて、拠点間及び隣接市を道路や公共交通などのネットワークで結ぶことで
生活サービス機能の相互補完を図ります。 

 地域拠点に⽴地している公⺠館などの⾏政施設は、誰もが利⽤しやすいよう、更なる利便
性の向上を図るとともに、地域活動の拠点として利活⽤を図ります。 

 
■のぞみ野地区 

○良好な住居環境の形成 
住宅地として⼈⼝の定着を図りつつ、地域コミュニティを維持し、快適に住み続けるこ

とのできる良好な居住環境の形成を図ります。 
 

■根形地区、平岡地区 

○地域における活動拠点の形成 
公共施設などの空間を活⽤し、地域コミュニティの維持や地域の活動拠点の形成を図り

ます。 
また、身近な生活サービス施設の維持・充実を図り、市⺠生活の利便性向上と居住環境

の維持・向上を図ります。 
 

（３）交通拠点 
 袖ケ浦インターチェンジ及び市に隣接する⾼速道路インターチェンジ、鉄道駅、袖ケ浦バ
スターミナルを交通拠点と位置づけ、市内外への円滑な移動が可能となるよう交通機能の維
持・強化を図ります。 
 ⾼速道路インターチェンジ周辺など交通利便性の⾼い地区では、産業・観光施設の⽴地な
どの地域振興に寄与する⼟地利⽤について計画的な規制誘導を図ります。 

 

（４）緑・レクリエーション拠点 
袖ケ浦公園をはじめとする公園や農村公園、本市初の国史跡である山野貝塚、広域から⼈

が集まる東京ドイツ村、オートキャンプ場等を緑・レクリエーション拠点と位置づけます。 
河川などの⽔辺空間や遊歩道、歩道や農道等を活⽤･整備しながら、緑・レクリエーション

拠点間を結ぶ⽔と緑のネットワークの形成を図るとともに、市⺠の身近なレクリエーション
や健康づくりの場及び交流⼈⼝拡⼤のための活⽤を図ります。  
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〔２〕都市軸 
（１）広域連携軸 

千葉県内や東京湾の対岸地域である東京都及び神奈川県⽅面を結ぶ⾼速道路などを、広域的
に都市の連携を強化する広域連携軸と位置づけます。交通拠点としての機能強化を図り、広域
的に連携する軸として位置づけます。 

広域 

連携軸 
東京湾アクアライン連絡道 

東京湾アクアラインと直結し、東京湾の対岸地域と
本市とを結ぶ⾃動⾞専⽤道路です。 

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道 

神奈川県から東京都、埼⽟県、茨城県を通り千葉県
を結ぶ⾃動⾞専⽤道路であり、東京湾アクアライン
連絡道に直結する環状の⾃動⾞専⽤道路です。 

館山⾃動⾞道 
東京湾に沿って千葉市から富津市を結ぶ⾃動⾞専
⽤道路です。 

東京湾岸道路（構想） 
東京湾に沿って富津市から東京都を通り神奈川県
横須賀市を結ぶ主要幹線道路です。 

 
（２）都市間連携軸 

配置した拠点間と隣接する市原市、⽊更津市とを結んでいる主要幹線道路及び鉄道路線を、
都市間連携軸と位置づけます。公共交通及び⾃動⾞交通により、市内間の移動の活性化や都市
機能の相互補完を図るとともに、隣接する市と連携する軸として位置づけます。 

都市間 
連携軸 

国道 16 号 
神奈川県横浜市を起終点とし、東京都、埼⽟県、千葉県を通
る主要幹線道路であり、⾸都圏の主要な環状道路です。 

国道 409 号 
神奈川県川崎市から⽊更津市、横⽥駅周辺地区、市原市を通
り成⽥市を結ぶ道路であり、⽊更津北インターチェンジに接
続する主要幹線道路です。 

（主）千葉鴨川線 
（国道 410 号） 

千葉市から市原市、平岡地区、⽊更津市を通り鴨川市を結ぶ
道路であり、姉崎袖ケ浦インターチェンジ、⽊更津東インタ
ーチェンジに接続する主要幹線道路です。 

（都）代宿神納線 
国道 16 号と平⾏し、市原市から⻑浦駅周辺地区、袖ケ浦駅
周辺地区を通り⽊更津市を内陸側で結ぶ道路であり、東京湾
アクアライン連絡道に接続する主要幹線道路です。 

ＪＲ内房線 東京湾に沿って千葉市と鴨川市を結ぶ鉄道路線（幹線）です。 

ＪＲ久留⾥線 
⽊更津市から横⽥駅周辺地区を通り君津市を結ぶ鉄道路線
（地⽅交通線）です。 
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（３）地域連携軸 
都市拠点及び地域拠点を相互に結ぶ主要幹線道路及び幹線道路を地域連携軸と位置づけま

す。公共交通及び⾃動⾞交通により、市内間の移動の活性化や都市機能を相互補完する軸とし
て位置づけます。 

地域 
連携軸 （主）君津平川線 

君津市から⽊更津市を通り横⽥駅周辺地区を結ぶ道
路であり、（仮称）かずさインターチェンジに接続す
る主要幹線道路です。 

（都）⻄内河根場線 
袖ケ浦駅周辺地区と⽊更津市を結ぶ道路であり、東
京湾アクアライン連絡道に接続する主要幹線道路で
す。 

（都）⾼須箕和⽥線 
袖ケ浦駅周辺地区を通る道路であり、東京湾岸道路、
国道 16 号に接続する主要幹線道路です。 

（県）⻑浦上総線 
⻑浦駅周辺地区から根形地区、横⽥駅周辺地区、⽊
更津市を通り君津市を結ぶ幹線道路です。 

（県）南総昭和線 
市原市から平岡地区、根形地区を通り袖ケ浦駅周辺
地区を結ぶ幹線道路です。 

広域農道 
袖ケ浦駅周辺地区から根形地区を通り横⽥駅周辺地
区を結ぶ幹線道路です。 

（県）袖ケ浦姉崎停⾞場線 
（主）袖ケ浦中島⽊更津線 

市原市から⻑浦駅周辺地区、袖ケ浦駅周辺地区を通
り⽊更津市を結ぶ幹線道路です。 

 
（注）（主）︓主要地⽅道を指す。地域における主要な広域交通の役割を担う県道であり、道路法に基づいて国が指定する。 

（県）︓一般県道を指す。主要地⽅道以外の県道であり、道路法に基づいて県が指定する。 
（都）︓都市計画道路を指す。良好な市街地形成を図るため都市計画法に基づき決定され、予定区域内は⼟地の利⽤が制限される。 
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〇将来都市構造図 

 
  



資料２－１ 

15 

第４章 全体構想 
１ ⼟地利⽤の方針 

〔１〕現況と課題 
本市の⼟地利⽤は臨海部埋⽴地の工業地域、臨海部や内陸部の市街地、⼩櫃川や浮⼾川沿い

の⽔⽥、丘陵地の畑や樹林地に⼤別され、それぞれに特徴のある⼟地利⽤がなされています。 
商業地は、袖ケ浦駅海側地区において、新たな商業施設が整備されたほか、⻑浦駅周辺地区

や幹線道路沿道などで若⼲の集積が⾒られますが、市域全体では商業的な集積は少ない状況で
す。 

工業地は、臨海部の埋⽴地のほか、内陸部では袖ケ浦椎の森工業団地が整備され、広域的な
交通利便性の⾼さを活かした企業⽴地が進んでいます。 

住宅地は、袖ケ浦駅周辺地区、⻑浦駅周辺地区及び横⽥駅周辺地区の市街地と市街地内を通
る幹線道路沿道及びＪＲ内房線沿線に位置しているほか、市域中央部には、のぞみ野地区が⺠
間開発により整備されています 

市街化調整区域については、農地や森林の占める⽐率が⾼く、特に農地は基盤整備が進めら
れ、県内でも有数の優良農地が多く存在します。しかし、近年では農業従事者数の減少により、
耕作放棄地などの課題もあることから、その対策が求められます。 

また、⻑浦地区や昭和地区の市街化区域の縁辺部の市街化調整区域では、連鎖的に宅地開発
が進⾏している一⽅、内陸部の集落地では⼈⼝減少が進んでいます。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● 市⺠の身近な生活ニーズに対応できる商業地と、市の発展を⽀える工業地、⼈々が魅⼒を

感じられる居住環境を備えた住宅地などがバランスよく配置された都市を目指します。 
● 将来の⼈⼝減少局面への対応と無秩序な市街地の拡⼤を抑制するため、周辺環境に配慮し

た規制誘導策により秩序ある⼟地利⽤を目指します。 
● 内陸部の住宅地や集落地における既存コミュニティの維持・活性化を図りつつ、本市の魅

⼒である⾃然環境や農地を保全、活⽤したまちづくりを目指します。 
● 広域的な交通利便性を活かし、⾼速道路インターチェンジ周辺などにおける地域振興に寄

与する⼟地利⽤については、計画的な規制誘導を図ります。 

袖ケ浦バスターミナル           内陸部の⽥園地帯 
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〔３〕誘導・配置等の方針 
（１）商業業務地の⽅針 

 袖ケ浦駅周辺地区及び⻑浦駅周辺地区については、それぞれの地区の中心となる商業業務
地として、地域住⺠の生活利便性を⾼めるため、商工会などの関係組織との連携のもと、
商業業務機能の集積を図る商業業務地と位置づけます。 

 横⽥駅周辺地区については、内陸部の都市拠点として、地域住⺠に対し日常的な生活サー
ビスが提供できるよう、近隣商業業務地と位置づけます。 

 鉄道駅周辺などは、低未利⽤地などを活⽤し、商業業務施設を誘導するとともに、公共交
通などによる移動しやすい環境を整えることで、利便性の⾼いまちの形成を図ります。 

 
① 商業業務地 
・ 袖ケ浦駅周辺地区については、駅海側地区及び駅南側の低未利⽤地において、商業業務

施設を誘導することで、更なる商業業務機能の充実を図ります。 
・ ⻑浦駅周辺地区については、⼟地区画整理事業による市街地が形成されていることから、

主に幹線道路沿道や低未利⽤地において、日常的な生活サービスを提供する商業業務施
設を誘導します。 

 
② 近隣商業業務地 
・ 横⽥駅周辺地区については、国道 409 号沿道に地域住⺠のニーズに対応した日常的な

生活サービスを提供する身近な商業業務施設を誘導します。 

       ⻑浦駅周辺地区の商業業務地        国道 16 号沿いの商業業務地 
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（２）工業地の⽅針 
 臨海部の工業地については、⽴地する企業の投資意欲の向上が図られるよう、周辺道路な

ど⽴地基盤の適切な維持管理を図ります。また、新たな産業分野への取組みを⽀援すると
ともに、付加価値の⾼い工業製品の生産を⾏う地域として機能を強化します。 

 内陸部の工業地については、広域的な交通利便性の⾼さを活かし、工業の振興や地域雇⽤
の促進を図るとともに、周辺の⾃然環境と調和した緑豊かな工業地の形成を図ります。 

         臨海部の工業地          内陸部（椎の森工業団地）の工業地 
 

（３）住宅地の⽅針 
 市街化区域内に形成される住宅地では、低未利⽤地の活⽤や都市基盤の質的向上を図りつ

つ、多様な世代が住みたくなる魅⼒ある住宅地を形成することで、定住⼈⼝の増加を目指
します。 

 鉄道駅周辺では集合住宅を誘導するほか、低層⼾建て住宅を中心とした適切な密度で質の
⾼い住宅地の形成を目指します。 

 ⼟地区画整理事業などによって整備された住宅地については、良好な市街地環境を有した
住宅地として居住環境の維持・向上に努めます。 

 面的整備の⾏われていない既成市街地においては、地区計画制度の活⽤などにより生活道
路などの整備・改善を促進し、居住環境の向上に努めます。 

 日照の確保、生活道路の整備、空家等の適切な管理などの施策と関連させ、良好なまち並
みの誘導や保全を図ります。 

 住宅困窮者に対して供給する公営住宅については、適切な供給を維持しつつ、既存施設の
適切な維持管理により⻑寿命化を図ります。 

     袖ケ浦駅海側地区の住宅地       生活道路を整備・改善した住宅地 
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（４）市街化調整区域の⼟地利⽤の⽅針 
① 集落地 
・ 地域拠点周辺などに形成されている居住地域を集落地と位置づけます。 
・ 集落地では、周辺の緑や農地と調和した良好な居住環境の維持・向上に努めるとともに、

地区計画制度の活⽤などによる既存集落の活性化を図ります。 
・ 幹線道路沿道については、無秩序な開発による⾃然環境の破壊や営農環境の悪化の防止

に努めます。 
・ 農業や観光といった産業資源を活かし、来訪者に対するサービス機能の充実と環境整備

を図ります。 
 

② 既存開発住宅地 
・ 旧宅地造成事業に関する法律及び千葉県宅地開発事業の基準に関する条例に基づき開

発された住宅団地を既存開発住宅地と位置づけます。 
・ 既存開発住宅地は、良好な居住環境が備わった専⽤住宅地であることから、今後も低層

⼾建て住宅地として居住環境の維持を図ります。 
 

③ 農住調和地 
・ 市街化区域縁辺部の市街化調整区域において、宅地開発が進んでいる一⽅、周辺には農

地や樹林地などが残る地区を農住調和地と位置づけます。 
・ 農住調和地では、農地や樹林地など周辺の⾃然との調和を図るため、計画的な規制誘導

策により秩序ある⼟地利⽤を図ります。 
 

④ 保全系緑地 
・ 市東部の台地に広がる豊かな緑や斜面林を保全系緑地と位置づけます。 
・ 市域の東部及び南部を中心に広がる樹林地は、都市近郊の貴重な⾥山として多様な生物

が生息するよう機能の保全を図ります。 
・ 低地部と丘陵部を繋ぐ傾斜地に連なる斜面林は、本市の特徴ある景観を形作っているこ

とから、その保全を図ります。 
 

⑤ 生産系緑地 
・ 優良農地が⼤半を占める⼩櫃川及び浮⼾川沿いに広がる⽔⽥とその北の台地の畑地を

生産系緑地と位置づけます。 
・ ⼩櫃川及び浮⼾川流域の⽔⽥及び台地部の畑地は本市における優良農地であり、本市の

景観形成や都市環境の保全の観点からも重要な役割を担っているため、営農条件の向上
を図るとともに、保全を図ります。 

・ 遊休農地は市⺠農園として活⽤するなど、農地保全のための多様な取組みの展開を図り
ます。 

・ 農業を⽀える担い手の確保・育成や増加が懸念される耕作放棄地の対策といった、⼈と
農地の問題に対して一体的な解決を図ります。  
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⑥ ⾼速道路インターチェンジ周辺等の⽅針 
・ 広域道路ネットワークの整備に伴い、本市内に 1 箇所、市周辺に 3 箇所の⾼速道路イン

ターチェンジが供⽤されているほか、（仮称）かずさインターチェンジの整備が市内に計
画されています。これら⾼速道路インターチェンジの周辺地区及び⾼速道路インターチ
ェンジにアクセスする主要幹線道路沿道では、農林業との健全な調和や周辺の⼟地利⽤
との調和を図りつつ、広域的な交通利便性の⾼さを活かし、市⺠の生活利便の向上や地
域活⼒の向上に資する産業・観光施設の⽴地など、地域振興に寄与する⼟地利⽤につい
て、地区計画制度の活⽤などにより計画的な規制誘導を図ります。 

・ 袖ケ浦インターチェンジ周辺では、東京湾の対岸地域からの玄関⼝であり、袖ケ浦駅周
辺地区にも近いことから、対岸地域からの来訪者や市⺠のニーズを踏まえた適切な⼟地
利⽤の規制誘導を図ります。 

       内陸部の集落地           袖ケ浦インターチェンジ周辺 
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〇⼟地利⽤方針図 

 
  



資料２－１ 

21 

２ 都市施設の整備方針 

２－１ 道路・交通の方針 

〔１〕現況と課題 
本市の道路網は、東京湾に沿って形成された既成市街地の形状にあわせた、国道 16 号をは

じめとする東⻄⽅向の道路を骨格とし、そこに内陸部とを結ぶ道路が接続しネットワークを形
成しています。 

また、館山道、圏央道、東京湾アクアライン連絡道の⾃動⾞専⽤道路 3 路線が供⽤されてい
るほか、本市内及び市周辺にインターチェンジが開設され、広域的な交通利便性の⾼さが⼤き
な特徴となっています。 

一⽅で、日常の生活圏内では、地域の特性を活かした拠点形成を図り、過度に⾃家⽤⾞に依
存することなく、公共交通や徒歩、⾃転⾞で気軽に移動できる環境づくりが求められています。
そのため、公共交通の利便性向上に向けた取組みを推進していくほか、道路の歩道等の整備や
狭あい道路の拡幅などを進めつつ、歩⾏者や⾃転⾞が安全に通⾏できる空間を確保していくこ
とが求められます。 

近年では広域通過交通の増加とともに、隣接する⽊更津市⾦⽥地区への⼤規模商業施設の整
備や東京ドイツ村をはじめとする内陸部のレクリエーション拠点の集客⼒の⾼まりなどによ
り、発生交通量が増⼤し⼟日祝日を中心に臨海部や内陸部では交通渋滞が発生し、対応が求め
られています。 

更に、市内の拠点間及び隣接市を円滑に結ぶことで、産業振興などに資する交通網を形成し
ていくことも必要となっています。 

 
〔２〕基本的な考え方 

● 市⺠の生活圏に即した市内外への円滑な交通移動や利便性の向上を目指します。 
● 公共交通の利便性の向上を図るとともに、利⽤を促進し環境への負荷の軽減を図ります。 
● 既存道路の拡幅などによる狭あい区間の解消や歩道の確保など、歩⾏者や⾃転⾞が安全に

通⾏できる道路整備を推進し、交通の安全性の向上を目指します。 
● ⾼齢者や障がい者などが外出しやすいように、バリアフリー化やユニバーサルデザインに

基づく施設整備を促進します。 
● 市内外の⼤規模商業施設やレクリエーション拠点での集客等による交通渋滞の解消や混

雑緩和のため、道路整備や効率的な道路利⽤を推進します。 
● 広域的な交通利便性の⾼さを活かした産業振興及び市内の拠点間の連携強化を図るため、

道路や公共交通などのネットワークの充実を図り、更なる移動環境の向上を目指します。 
● ⻑期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要性や既存道

路による機能代替の可能性等を検討します。 
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〔３〕整備の方針 
（１）道路ネットワークの形成⽅針 

 ① 広域・主要幹線道路 
・ 広域的な交通を担う⾃動⾞専⽤道路及び主要幹線道路を広域・主要幹線道路と位置づけ

ます。 
・ 袖ケ浦駅周辺で発生する渋滞の解消を図るとともに、臨海部の東⻄⽅向の広域的な交通

の円滑化を図るため、国や県に東京湾岸道路の早期整備を要望していくほか、（都）⻄内
河根場線の整備を促進します。また、袖ケ浦駅海側地区と南袖地区を結ぶ（都）⾼須箕
和⽥線の整備推進を図ります。 

・ 圏央道から（主）君津平川線へ接続する（仮称）かずさインターチェンジの整備促進を
図ります。 

 
■市内の⾃動⾞専⽤道路 

・ 東京湾アクアライン連絡道 《（都）1.3.1 東京湾横断道路連絡道袖ケ浦線含む》 
・ ⾸都圏中央連絡⾃動⾞道 《（都）1.3.2 ⾸都圏中央連絡⾃動⾞道含む》 
・ 館山⾃動⾞道 

 
   ■市内の主要幹線道路 

・ 東京湾岸道路（構想） 《（都）3.1.12 奈良輪湾岸線含む》 
・ 国道 16 号 《（都）3.1.1 東京湾岸道路袖ケ浦線、（都）3.3.2 今井川間尻線含む》 
・ 国道 409 号 
・ （主）千葉鴨川線、国道 410 号 《（都）3.4.15 ⾼⾕三箇線含む》 
・ （主）君津平川線 《3.4.14（都）⼤鳥居下宮⽥線含む》 
・ （都）3.3.4 代宿神納線 
・ （都）3.4.8 ⾼須箕和⽥線 
・ （都）3.3.11 ⻄内河根場線 

 
 ② 幹線道路 

・ 広域・主要幹線道路を補完するとともに市街地の骨格を形成する道路を幹線道路と位置
づけます。 

・ 市内の各拠点間を結ぶ道路ネットワークの形成により、臨海部と内陸部の連携強化を図
ります。 

・ 国道 16 号と連携する（都）⻄内河⾼須線の整備推進を図るほか、（都）南袖⼤野台線の
整備について必要性も含めて検討します。 

・ 狭あい区間の解消や歩道の確保など交通上の課題個所の解消等を促進し、安全で円滑な
交通機能の確保を図ります。 

 

■市内の主な幹線道路 
・ （主）袖ケ浦中島⽊更津線 《（都）3.4.7 袖ケ浦国道 16 号線含む》 
・ （県）南総昭和線 
・ （県）⻑浦上総線 
・ （県）横⽥停⾞場上泉線 
・ （県）袖ケ浦姉崎停⾞場線 
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・ （県）上⾼根北袖線 《（都）3.4.10 浜宿代宿線含む》 
・ （都）3.3.3 勝下清⽔頭線 
・ （都）3.4.5 袖ケ浦駅前線 
・ （都）3.4.6 ⻑浦駅前線 
・ （都）3.4.9 南袖⼤野台線 
・ （都）3.3.17 袖ケ浦駅北⼝線 
・ （都）3.3.18 ⻄内河⾼須線 
・ 広域農道 
・ （市）蔵波鎌倉街道線 
・ （市）川原井林線 
・ （市）三箇横⽥線 

 
 ③ 補助幹線道路及び生活道路 

・ 広域・主要幹線道路及び幹線道路を補完するとともに、市⺠が日常的に利⽤する道路を
補助幹線道路及び生活道路と位置づけます。 

・ 補助幹線道路については、⾃動⾞交通の円滑化を図ることはもちろん、歩⾏者等の安全
性に配慮した道路整備を進めます。 

・ 市街地や集落地内の生活道路については、狭あい区間の解消を図るとともに、⾃動⾞の
速度の抑制策を実施するなど、安全性を重視した道路整備や制度の運⽤を進めます。 

 
（２）⾃転⾞・歩⾏者ネットワークの形成⽅針 

 鉄道駅や主要な公共施設周辺、緑・レクリエーション拠点間を結ぶ⽔と緑のネットワーク
など、歩⾏者・⾃転⾞の交通量の多い道路を中心として、歩⾏者・⾃転⾞の通⾏空間の整
備を進めます。 

 歩⾏者空間については、バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づいた構造とすると
ともに、道路沿道の緑化や休憩できる空間の整備を⾏うことで、⾼齢者や障がい者が外出
しやすい環境整備を進めます。 

 
（３）公共交通ネットワークの形成⽅針 
  ① 鉄道 

・ 公共交通機関としての機能強化を図るとともに鉄道利⽤者の利便性向上に向けた要望
を鉄道事業者に継続して実施します。 

 
 ② バス 

・ 内陸部と臨海部を結ぶ路線など、市⺠生活の重要な移動手段となっている路線バスの維
持と利便性向上を図るため、バス事業者に運⾏本数やダイヤの⾒直しなどの要望を継続
して実施します。 

・ ⾼速バスは、更なる利便性向上を図るため、バス事業者に路線の延伸や運⾏本数の⾒直
しなどについて要望を継続して実施するとともに、既存バス路線との接続や袖ケ浦バス
ターミナルと鉄道駅との結節の強化など移動環境の改善を図ります。 
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 ③ 新たな移動⽀援策の検討 
・ 地域内の移動手段を確保するため、地域⽀え合い（共助）による外出⽀援の実施など、

新たな移動⽀援の導入について検討を進めます。 
 

 ④ モビリティマネジメントの推進 
・ 公共交通の利便性を向上するため、鉄道やバスの運⾏時間の調整、鉄道駅やバス停周辺

での駐⾞・駐輪スペースの確保など、公共交通機関の乗り継ぎを円滑にするための取組
みを推進します。 

・ 公共交通の利⽤を促進するため、公共交通に関する理解や関心を⾼めるなど、モビリテ
ィマネジメントを推進します。 

        袖ケ浦アンダーパス            市道川原井林線 
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〇道路ネットワーク形成方針図  
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２－２ 市街地等の整備方針 

〔１〕現況と課題 
本市では昭和 40 年代から⼟地区画整理事業などにより市街地が整備され、現在までに市街

化区域の約 20％に当たる 444.1ha で⼟地区画整理事業が実施され、都市施設の整った良好な
居住環境が形成されています。 

一⽅で、⼟地区画整理事業などの面的整備事業が実施されていない既成市街地では、道路や
排⽔施設などの都市施設が十分に整備されていない住宅地があるほか、市街化区域内の低未利
⽤地もあることから、都市施設の整備や低未利⽤地の活⽤など、良好な居住環境を形成してい
くことが求められます。 

また、都市の主⼈公であるすべての⼈が活動しやすいよう、だれもが暮らしやすいユニバー
サルデザインに基づいた都市づくりが求められることから、様々な⼈が利⽤する道路、鉄道駅
をはじめとする交通関連施設、市役所や各⾏政センターをはじめとする公共施設などを中心に
だれにでもやさしいまちづくりの推進が求められています。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● 既成市街地内の道路や排⽔などの都市施設が十分に整備されていない地区については、地

区計画制度等の活⽤により、良好な市街地環境の形成を目指します。 
● 市街化区域内の低未利⽤地については、健全で良好な市街地として活⽤されるよう⼟地利

⽤の誘導を図ります。 
● だれもが安全で安心して快適に暮らせるユニバーサルデザインに基づいた都市の構築を

目指します。 
 

〔３〕整備の方針 
（１）良好な市街地環境の形成 

 ⼟地区画整理事業の⾏われた市街地については、都市施設が整備されているためその維
持･向上に努めるとともに緑化などによる住環境の向上を図ります。 

 既存市街地の狭あい道路や⾬⽔排⽔の整備されていない地区については、⾏政と住⺠や地
権者との合意形成に基づき、⼟地区画整理事業や地区計画制度の活⽤等による都市施設の
整備を促進します。 

 市街化区域内では、商業や業務施設などの生活利便施設や住宅⽴地を誘導し、低未利⽤地
を有効に活⽤することで、市街化区域縁辺部の市街化調整区域における市街地の拡⼤抑制
にもつなげます。 

 
（２）福祉のまちづくりの推進 

 ⾼齢者、障がい者、妊婦や⼦育て中の⽅など、誰もが安全に、安心して外出できる環境づ
くりを推進するため、「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリア
フリー新法）」や「千葉県福祉のまちづくり条例」を踏まえ、ユニバーサルデザインの考
え⽅に基づいた福祉のまちづくりを推進します。 
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〇市街地等整備状況図 
  



資料２－１ 

28 

２－３ 公園緑地の整備方針 

〔１〕現況と課題 
市内には総合公園、地区公園、風致公園、近隣公園及び街区公園など 71 箇所の公園が整備

され、住区基幹公園の整備は概ね整っているほか、緑地や農村公園も設置されています。これ
らの公園等は市⺠が身近に利⽤できる⼦育ての場や⾼齢者の交流の場、やすらぎの場であると
同時に、災害時などの避難機能も有しています。 

安全で快適な市⺠生活環境を形成するため、地域住⺠と⾏政との連携のもと、地域ニーズや
防災などの視点から公園施設の更新や適切な維持管理を図っていくとともに、⼦どもから⼤⼈
まで、だれもが安心して利⽤し、憩える場としての機能を維持していくことが必要です。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● 地域特性や利⽤者のニーズ、防災などの視点から公園施設の更新や適切な維持管理を進め、

地域の拠点となる公園整備を図ります。 
● 既存の公園においてはイベントの実施などによる、公園の更なる利活⽤を推進します。 

 

〔３〕整備の方針 
（１）主要な公園の配置及び位置づけ 
 都市公園の量的な⽔準は概ね整っていることから、今後は利⽤状況を踏まえた公園施設の

更新や適切な維持管理など、質的向上に資する取組みを推進します。 
 ⼟地区画整理事業や開発⾏為等によって整備する新たな都市公園については、事業や開発

規模に応じて適切に配置します。 
 袖ケ浦駅海側地区の近隣公園の早期整備を推進します。 

 
■市内の主要な公園の位置づけ 

総合公園 袖ケ浦公園 

本市を代表する⾃然とのふれあい、教育と文化が融合する
シンボル公園として、また更に周辺の社寺や山野貝塚など、
歴史遺産とをつなぐ緑の拠点として位置づけます。 

地区公園 百目⽊公園 
⾃然地形を活かしたスポーツ、レクリエーション、うるおい
と憩いの公園として位置づけます。 

風致公園 新堰公園 
緑と⽔のあるやすらぎと、⾃然とのふれあいのある公園と
して位置づけます。 

港湾緑地 袖ケ浦海浜公園 

東京湾アクアラインや富⼠山を背景とする景観の眺望ポイ
ントとして、また、市⺠が海に親しむ場として位置づけま
す。 

 
（２）市⺠ニーズに応じた公園整備 

 公園施設の⽼朽化や安全面及び防犯面等から課題がある公園、⾼齢化や⼦育て世帯の増加
などにより地域ごとにニーズが異なり利⽤が低下している公園などについて、再整備や公
園施設の更新など、機能の転換を図ります。 

 地域住⺠と⾏政との連携により、市⺠参加による公園づくりを進めます。 
 袖ケ浦市地域防災計画との整合を図り、公園の整備を⾏う際には防災的な視点を取り入れ
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ます。 
 総合運動場はレクリエーション等の機能の維持を図るとともに、広域スポーツ交流活動等

にも対応できるよう施設の維持・充実を図ります。 
 

（３）既存公園の活⽤促進 
 袖ケ浦公園や百目⽊公園などは本市が有する観光資源であり、市⺠だけでなく広域からの

来訪者の利⽤も多いことから、更なる交流⼈⼝拡⼤のため、イベントの実施などによる公
園の利活⽤を推進します。 

      袖ケ浦公園               百目⽊公園 
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２－４ 上下水道等の整備方針 

〔１〕現況と課題 
本市の上⽔道は、平成 31 年度（2019 年度）より、君津地域４市（⽊更津市、君津市、富津

市、袖ケ浦市）の⽔道事業統合広域化により設置された「かずさ⽔道広域連合企業団」にて⽔
道事業及び⽔道⽤⽔供給事業が運営されています。 

今後は、かずさ⽔道広域連合企業団により、効率的な⽔道事業・⽔道⽤⽔供給事業の運営、
上⽔道施設の適切な維持管理と計画的な更新を進めていくことが求められています。 

本市の下⽔道は、都市化の進展に伴う⼈⼝増加の著しい市街地の⾬⽔・汚⽔の排⽔及び生活
環境の整備並びに湖沼・河川等公共⽔域の⽔質保全を図るため、昭和 44 年度（1969 年度）
に袖ケ浦公共下⽔道事業全体計画を定め、整備を進めてきました。 

平成 30 年度（2018 年度）時点では、袖ケ浦市下⽔道事業の全体計画 1,419ha のうち
1,063ha が認可区域となっており、その約 98％にあたる 1,042ha で整備が完了しています。 

今後は、既存ストックの有効活⽤として⽼朽施設の更新や耐震化を進めていくことが求めら
れます。また、全体計画区域内のうち認可区域外の地区については、地区の状況に応じた排⽔
処理のあり⽅を検討する必要があります。 

公共下⽔道整備区域外の地区においては、農業集落排⽔事業や合併処理浄化槽による汚⽔処
理が⾏われており、今後はこれらの処理体制の連携を図る必要があります。 

汚⽔処理にあたっては、東京湾流域別下⽔道整備総合計画及び千葉県汚⽔適正処理構想との
調整を図り、公共⽤⽔域の⽔質向上のための対策も必要となります。 

⾬⽔については、既成市街地について概ね整備されていますが、新たな宅地開発や局地的豪
⾬などへの対応など、⽔害を防ぐための対策が求められます。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● かずさ⽔道広域連合企業団により上⽔道施設の適切な維持管理や危機管理能⼒の向上の

ほか、専門的技術の継承、経営基盤の強化などにより安定給⽔の実現を図ります。 
● 生活環境の向上を目指し、千葉県汚⽔適正処理構想に基づき公共下⽔道、農業集落排⽔、

合併処理浄化槽等における整備を推進します。 
● 公共下⽔道全体計画区域内のうち認可区域外の地区については、費⽤対効果を勘案しなが

ら地区の状況に応じた排⽔処理を検討します。 
● 既存の公共下⽔道施設については、適切な管理と⻑寿命化を図ります。 
● ⽔害を未然に防ぐため、⾬⽔対策を推進します。 
 

〔３〕整備の方針 
（１）地域の実情に応じた汚⽔処理施設の整備 

 全体計画区域内のうち認可区域外の地区や公共下⽔道整備区域外の地区については、農業
集落排⽔事業、合併処理浄化槽の設置促進など、地区の状況に応じた排⽔処理⽅法を検討
し、汚⽔処理の適正化を図ります。 
 

（２）既存ストックの有効活⽤ 
 既存ストックの有効活⽤として、下⽔道施設の計画的な改築更新や耐震化を進めます。 
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（３）汚⽔処理場の施設更新 
 終末処理場においては、上位計画である東京湾流域別下⽔道整備総合計画等の計画に基づ

き、処理施設の⾼度処理化や増設等の対策を図ります。 
 

（４）⾬⽔対策の充実 
 ⾬⽔については、⾬⽔流出抑制の推進、既存の⾬⽔排⽔施設の適切な改築・維持管理など

に努めます。  
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〇上水道施設、下水道施設の整備状況図 
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２－５ 河川の整備方針 

〔１〕現況と課題 
本市には⼩櫃川、浮⼾川、松川、武⽥川、槍⽔川の 5 本の二級河川と久保⽥川、蔵波川、⼤

月川、境川、浜宿川、笠上川の 6 本の準⽤河川があり、それぞれ整備が進められています。 
これらの河川は、⾬⽔排⽔に重要な役割を果たしていますが、近年では集中豪⾬等による浸

⽔被害が甚⼤化する傾向にあり、災害の未然防止や被害軽減のための河川整備の必要性が⾼ま
っています。 

一⽅、浮⼾川河岸などでは堤防に桜が植えられるなど、河川は親⽔空間や景観形成資源でも
あることから、防災の視点だけでなく、景観や多様な生物の生息空間の回復など、河川が持つ
多様な機能の維持を図ることが求められます。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● ⽔害被害の未然防止と被害軽減に向けて河川改修等を推進します。 
● 親⽔空間の整備など、市⺠が⽔に親しめる場や⾃然観察等の場としての河川の活⽤を推進

します。 
 

〔３〕整備の方針 
（１）河川改修の推進 

 ⽔害の未然防止と⽔害被害の軽減を図るため、河川の流下能⼒の検討や未整備部分を含め
た計画的な改修を推進します。 

 山林や農地等の保全により、流域が本来有している保⽔、遊⽔機能の確保に努めます。ま
た、新たな市街地の開発が発生した場合には、⾬⽔流出抑制の規制誘導により河川に対す
る流出量の軽減や流⽔の正常な機能の維持に努めます。 

 
（２）市⺠が⽔に親しめる空間整備 

 ⾃然環境の保全や野生生物の生息環境としての河川の機能に配慮しつつ、市⺠が⽔に親し
んだり、野生生物を観察する場として河川の⽔辺空間の活⽤を推進するほか、公園緑地な
どとを結ぶ⽔と緑のネットワークとしての活⽤を図ります。また、多様な生物が生息でき
るよう環境に配慮した整備を目指します。 
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〇河川図  
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２－６ その他都市施設の整備方針 

〔１〕現況と課題 
【ごみ処理施設】 

 本市のごみ処理は、平成 14 年度（2002 年度）から「株式会社かずさクリーンシステム」
（ＫＣＳ）へ中間処理を委託しています。株式会社かずさクリーンシステムは、周辺⾃治会等
との協定により、当初は令和 3 年度（2021 年度）までの稼働となっていましたが、5 年間延
⻑することが決まり、令和 8 年度（2026 年度）までの稼働となっています。 
 また、最終処分場については、埋⽴て残余容量が少なくなったため、平成 12 年度（2000 年
度）から処理残渣

ざ ん さ

などの埋⽴て処分を⺠間処分場で⾏っており、現在では、し尿処理施設から
の沈砂のみ埋⽴て処分を⾏っています。 

 本市のごみの排出量は平成 25 年度（2013 年度）に約 20,937 トンでしたが、平成 26 年度
（2014 年度）以降は、ほぼ横ばいで、平成 30 年度（2018 年度）の排出量は約 19,504 トン
となっています。 
 資源回収量については、電⼦書籍等の普及による紙媒体の減少や、びん・缶の軽量化等によ
り、減少傾向にあります。 
ごみについては、今後も発生抑制（リデュース）に努めるとともに、再使⽤（リユース）、再生
利⽤（リサイクル）を進め、環境への負荷を軽減していくことが求められます。 
 

【火葬場】 
火葬場については、市内に施設がなく、近隣市に依存している状況でしたが、平成 28 年

（2016 年）に君津地域 4 市で「（仮称）⽊更津市火葬場整備運営事業」に関する覚書を締結
し、４市共同整備の⽅向で進めています。 

 
【その他施設】 

⾏政施設や生涯学習施設などの公共施設については、地域の⼈が集まる交流等の拠点として
の機能強化が求められる一⽅で、施設によっては⽼朽化が進んでいることから、地域特性に応
じた施設の適正配置を進めつつ、適切な維持管理や計画的な施設の再編整備を⾏うことで財政
負担の軽減、平準化を図ることが求められます。 

また、臨海部の港湾については、港湾機能の確保を目的とし臨港地区が指定されており、本
市では旅客または一般貨物の取扱いのための区域である商港区と、景観整備と港湾関係者の厚
生のための区域である修景厚生港区が指定されており港湾の利活⽤が期待されます。 

 

〔２〕基本的な考え方 
 ごみ処理施設の適切な維持管理に努めるとともに、ごみの減量化及び資源化を推進します 
 火葬場については、君津地域 4 市の広域的な連携による共同整備を図ります。 
● 公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適切な維持管理や再編整備を推進します。 
● 公共施設の機能強化に努め、地域コミュニティの維持や活性化を促進します。 
● 市街地と海が近接しているという本市の特徴を活かすため、港湾地区の有効活⽤について

検討します。 
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〔３〕整備の方針 
（１）ごみ処理施設の適切な維持管理とごみの排出抑制 

 袖ケ浦クリーンセンターについては、廃棄物の適正な処理を継続するため、施設の修繕や
補修など適切な維持管理に努めます。 

 株式会社かずさクリーンシステムが令和 8 年度（2026 年度）末に操業終了となることか
ら、令和 9 年度（2027 年度）からの次期広域廃棄物処理施設の整備を関係⾃治体と協⼒
して進めます。 

 環境への負荷を軽減し、持続可能な社会の構築を目指し、市⺠や事業者に対する意識啓発
を進め、ごみの発生抑制、再使⽤、再生利⽤を推進します。 

 
（２）火葬場の整備 

 火葬場については、君津地域 4 市の広域的な連携による共同整備を推進します。 
 

（３）公共施設の維持管理等の適正化と機能強化 
 公共施設の維持管理や更新にかかる費⽤負担の軽減、平準化を図るため、公共施設等総合

管理計画に基づき、適切な維持管理や再編整備を推進します。 
 市⺠の活動拠点・交流拠点としての公共施設の機能強化に努め、地域コミュニティの維持

や活性化を促進します。 
 防災拠点ともなる市役所庁舎については、建替え、耐震補強及び⼤規模改修を実施し、災

害時における機能強化を図ります。 
 

（４）港湾施設の利活⽤の検討 
 昭和地区及び⻑浦地区は市街地が港湾と近接していることから、管理者である千葉県と協

議・連携しながら、港湾地区の利活⽤について検討します。 
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３ 都市環境の形成方針 

〔１〕現況と課題 
 本市の都市形態は⼩櫃川と浮⼾川の流域に形成された平野部、埋⽴地の臨海部、標⾼ 30〜
50ｍに広がる台地部及び上総丘陵へと連なる丘陵部とに⼤きく区分されます。 
 市街地内外を問わず、良好な⽔辺や生物生息空間、歴史的･文化的意義のある社寺や歴史遺
産など、良好な⾃然環境に恵まれているほか、（県）南総昭和線沿道等に分布する斜面林、台地
に広がる樹林地及び基盤整備された農地など、これらの豊かな緑は本市の都市環境を形成する
貴重な財産となっています。 
 このように、市街地周辺では⾃然豊かな緑が残され、集落地では屋敷林や生垣などが多く残
っている一⽅で、市街地内では緑地の減少が目⽴っています。都市における良好な居住環境を
形成するため都市環境の改善、レクリエーション需要に対応したまちづくりを推進し、⾃然環
境を保全しながら都市の発展を図ることが重要です。 

また、河川や斜面林のつながりなどを活⽤して公園や緑地を結び、散歩などが楽しめる⽔と
緑のネットワークづくりも課題となっています。 

更には、地球温暖化をはじめとする環境問題への対応として、環境への負荷の少ない良好な
都市環境を形成することも課題となっています。そのためには生活に必要な施設がコンパクト
にまとまった都市づくりと公共交通による移動環境の充実を図ることが重要です。 

身近な生活圏の中で過度に⾃家⽤⾞に依存することなく、公共交通や徒歩、⾃転⾞で気軽に
移動できる環境への負荷の少ない都市づくりが求められています。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● ⾃然環境と調和した、持続可能な都市環境を形成するため、本市の豊かな⾃然環境の積極

的な保全を図るとともに、市街地内の緑化の推進を図ります。 
● 市⺠のレクリエーションや健康づくりの場としても活⽤でき、多様な生物の生息空間とし

ても機能する緑の空間と⽔辺の空間が連続する⽔と緑のネットワークの形成を図ります。 
● まとまりのある都市づくりや公共交通の利⽤促進など、環境への負荷を軽減する都市づく

りを推進します。 
 

〔３〕整備の方針 
（１）⾃然環境・農地の保全 
 ＪＲ内房線や（県）南総昭和線沿いの斜面林については、都市景観の形成に資する緑地と

して保全を図ります。また、内陸部の樹林地については、本市の緑の根幹として保全を図
ります。 

 一度失われた⾃然環境を再生することは非常に困難であるため、樹林地の保全に関する制
度や市⺠協働による⾥山保全の仕組みなど、⾃然環境の保全策を推進します。 

 平野部から台地部に広がる⽥畑などの農地は、重要な緑の財産であり、⾷料生産の場だけ
でなく、ヒートアイランド現象の緩和、⾬⽔貯留による洪⽔の防止・軽減など、都市環境
の保全にも役⽴っていることから、優良農地を中心に保全を図ります。 

 農地の保全にあたっては、地産地消の推進に向けた農産物購入機会の拡充、遊休農地や市
街地内農地を市⺠農園として活⽤するなど、農地保全のための多様な取組みを推進します。 
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 農業を⽀える担い手の確保・育成や増加が懸念される耕作放棄地の解消に向けた取組みを
推進します。 

 
（２）都市環境の形成 

 公園や公共施設の敷地などの緑化、幹線道路への街路樹の配置、市街地内に点在する生産
緑地や斜面林の保全など、市街地内における緑の創出と保全を図ります。 

 市街地内及びその周辺の緑地や⽔辺空間は、日常的に⾃然とふれあう場として、また、生
態観察などの⾃然学習を通じて環境教育の場となるよう保全し、ふれあいとゆとりのある
生活環境の創出を図ります。 

 新たな宅地の開発などにおいては、適切に緑が配置されるよう公園の整備を誘導します。
また、公共施設の整備においては、積極的に緑地の確保に努めます。 

 ⺠有地については、保存樹⽊・樹林への指定、緑化協定の締結や地区計画制度の活⽤等、
市⺠や事業者との協働により緑の保全を推進します。 

 地球環境への負荷を軽減するととともに、良好な都市環境を形成するため、環境負荷の少
ない住宅、再生可能エネルギーの普及などを促進します。 

 公共下⽔道や農業集落排⽔の適切な維持管理、⽔洗化率の向上、合併処理浄化槽の普及と
適切な管理の徹底を図ることで、河川⽔質の改善を図ります。また、河川改修にあたって
はより⾃然に近い形で整備を⾏うなど、多様な生物が生息できるよう環境に配慮した整備
を目指します。 

 
（３）生物多様性に配慮した⽔と緑のネットワークの形成 

 ⽔辺空間や遊歩道、歩道や農道等により、⽔や緑に親しみつつ市内を回遊・散策できる空
間として、緑・レクリエーション拠点間を結ぶ⽔と緑のネットワークの形成を推進します。
また、⾃然とのふれあいの場、市⺠の健康の維持・向上の場としての活⽤を検討します。 

 緑・レクリエーション拠点でもある史跡、文化財等の市レベルのシンボルや、社寺林等の
地区レベルのシンボルを保全し、より住⺠に親しまれるよう整備を図ります。 

 
（４）環境への負荷の少ないコンパクトでまとまりのある都市づくり 

 過度に⾃家⽤⾞に依存することなく生活できる、環境への負荷の少ない都市の形成を推進
するため、鉄道駅を中心に市⺠生活を⽀える商業業務機能等がまとまって⽴地し、市内各
所から公共交通を利⽤して鉄道駅まで移動できる都市づくりを推進します。 

 内陸部にも多様な市⺠活動の場となる拠点づくりを進めるとともに、身近な生活ニーズを
満たせる商業施設や生活サービス施設の誘導を図るなど、徒歩、⾃転⾞でも生活できる環
境づくりを進めます。 
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〇都市環境形成方針図 
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４ 都市景観の形成方針 

〔１〕現況と課題 
本市は、臨海部の工業地域や市街地から内陸部の集落、農地、山林まで変化に富んだ特徴的

な景観を有しています。 
臨海部には京葉工業地域の連続する工業景観、市街地には面整備による緑の多い住宅市街地

としての景観や生け垣、古⽊、屋敷林など緑が多く落ちついた既存市街地の景観、内陸部には
⾥山景観や広⼤な⽥園景観など良好な景観が形成されています。 

また、市内各地から富⼠山が望めるなど、多くの眺望ポイントがあり、特に海浜公園や南袖
沿岸からは、東京湾越しに観る雄⼤な富⼠山や対岸の景色を楽しむことができます。 

本市ではこうした特徴ある景観を守るとともに、より魅⼒ある景観を創出するため、平成 23
年（2011 年）4 月に景観法に基づく景観⾏政団体となり、その後、景観法の規定に基づく制
限･誘導等を活⽤して景観⾏政を推進していくため、平成 25 年（2013 年）12 月に景観法に
基づく法定計画「袖ケ浦市景観計画（以下「景観計画」という。）」を策定し、積極的に取組ん
できました。 

現在、建築物や屋外広告物の形態意匠や色彩等に対する規制誘導のほか、市⺠や事業者によ
る主体的なまち並み形成の取組みに対する⽀援を⾏っており、今後も良好な景観を形成してい
くため、市⺠や事業者と連携しながら地域の特性に応じた景観まちづくりの取組みを強化する
ことが必要となっています。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● 地域ごとに多様な景観の特徴を有していることから、それぞれの地域が持つ景観資源を活

かした、個性あふれる魅⼒的な景観まちづくりを推進します。 
● 良好な景観を形成するために、⾃主的に景観まちづくりに取組みを⾏っている団体に対し、

引き続き⽀援の充実を図るとともに、市⺠や事業者が主体的に景観まちづくりに取組むた
めの⽀援等を⾏い、市⺠一⼈ひとりが誇りを持てる景観まちづくりを推進します。 

 

〔３〕整備の方針 
（１）地域特性に応じた魅⼒ある景観まちづくり 

 ① ⾥山エリア 
・ 主に東部及び南部を中心に広がる樹林地に位置しています。 
・ 野生生物の生息地でもあることから、生態系に配慮しつつ、⾥山や⾕津など特徴ある景

観を保全するとともに、建築物や構造物については⾃然景観に配慮したデザインとする
など、⾃然に溶け込む景観まちづくりを推進します。 

 
 ② 畑地エリア 

・ 主に内陸部の台地に位置しています。 
・ 畑地や樹林地などの緑、ため池や堰などの環境を生かした景観形成を図るとともに、台

地からの富⼠山などの眺望を生かした景観まちづくりを推進します。 
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 ③ ⽥園エリア 
・ 主に⼩櫃川や浮⼾川を中心に広がる平野部に位置しています。 
・ 季節ごとに移り変わる緑の景観を形成している⽥んぼ、河川、斜面林を保全し、風景の

広がりが望める景観まちづくりを推進します。 
 
 ④ 市街地エリア 
・ 主に鉄道駅周辺の既存市街地及び⼟地区画整理事業などの面的整備により形成された地

域です。 
・ 鉄道駅周辺については、都市拠点としての位置づけにふさわしい、にぎわいを感じられる

景観まちづくりを推進するとともに、緑の創出や色彩の制限などを通じてうるおいや落ち
着きのある景観まちづくりを推進します。 

・ 住宅地については、統一感のある緑豊かな街並みを形成していくため、地区計画や景観協
定などの制度の活⽤を促進します。 

・ 幹線道路については、街路樹を配置することで緑化を図り、うるおいのある市街地景観の
創出を図ります。 

 
 ⑤ 工業地エリア 
・ 主に臨海部の工業地域と内陸部の工業団地を指します。 
・ 臨海部の工業地では、海や空の⻘と、緩衝緑地や街路樹、事業所の敷地内の樹⽊などの緑

が調和した、海を身近に感じられる景観まちづくりを推進します。 
・ 内陸部の工業地では、敷地内の緑化を促進し、周辺の樹林地の緑と調和した景観まちづく

りを推進します。 
 
（２）景観まちづくりの推進 

 景観まちづくりは、市⺠と事業者、市とが連携して取組む必要があることから、景観まち
づくりに関わるすべての主体が景観に対する意識を⾼め、日常の生活や事業活動を通じて
景観まちづくりに取組むことで、市⺠に愛される景観形成を目指します。 

 景観重要樹⽊や景観重要公共施設等への指定を推進し、景観に対する関心を⾼めるととも
に、良好な状態での維持・保全を図ります。 

 市⺠や事業者による景観まちづくりを促進するため、景観まちづくり活動に対する⽀援の
充実を図ります。 

 公共施設の整備等にあたっては色彩や配置、デザインなど景観に配慮したものとします。 

    市⺠による沿道の花壇の整備        ⼩櫃川にかかる鯉のぼり 
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〇都市景観形成方針図 
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５ 都市防災の方針 

〔１〕現況と課題 
近年、東日本⼤震災や熊本地震など、甚⼤な被害をもたらす⼤規模地震が多く発生している

ほか、集中豪⾬による⽔害の頻発など、防災に関する市⺠の関心が⾼まっています。 
本市では地震による⼤規模な被害は近年発生していませんが、台風や集中豪⾬による局地的

な浸⽔が発生しています。 
臨海部の埋⽴地や⼩櫃川の河⼝付近などを中心に液状化しやすい地形・地質条件となってお

り、⼤規模地震の発生時には建物倒壊などのリスクがあります。また、都市化の進展や緑地の
減少による保⽔・遊⽔機能の低下に伴い、内⽔氾濫などの都市型⽔害の発生リスクが⾼まって
います。更に、市内には 200 箇所近い急傾斜地崩壊危険箇所があり、地震や豪⾬等により⼟砂
災害が発生する危険性もあります。 

このような災害のリスクに対応し、市⺠の安全を確保するため、公共施設や道路、橋梁など
のインフラ施設や⺠間施設の耐震化の促進、緊急⾞両の通⾏が困難な狭あい道路の拡幅、河川
の未整備部分の計画的な改修など、災害を未然に防ぐための対策や被害軽減に努めることが必
要です。 

また、地域防災⼒の強化や被災後の復旧・復興の計画づくりといったソフト面での取組みも
重視されており、被災状態の⻑期化を防止するとともに、災害発生時の避難や救助等の活動を
担う⾃主防災組織の育成にも⼒を入れる必要があります。 

少⼦⾼齢化や核家族化などの進⾏とともに、本市においても適切な管理がされていない空家
等が多く発生しており、防災などの視点から空家等の対策を更に推進する必要があります。 

 

〔２〕基本的な考え方 
● 近年、多発化・甚⼤化している⾃然災害の被害を最⼩限に抑えるため、災害に強いまちづ

くりと災害への対応⼒の強化を図ります。 
● 災害時における救助活動等を担う⾃主防災組織の機能強化や災害対策コーディネーター

の養成、消防団の活性化策など地域防災⼒の強化を図ります。 
● 適切に管理されていない空家等に対する対策の更なる推進を図ります。 

 

〔３〕整備の方針 
（１）災害に強いまちづくりの推進 

 ① 地震対策の推進 
・ ⼤規模地震により⼤きな被害を受ける可能性がある公共施設や道路・橋梁、上下⽔道な

どのインフラ施設の耐震化を進め、地震被害を未然に防ぐための対策や被害軽減を図り
ます。 

・ ⺠間建築物の耐震化を促進します。特に耐震性の低い⽊造建築物については、耐震改修
に要する費⽤の一部を補助し耐震化を促進します。また、がけやブロック塀等の崩壊・
倒壊による被害を未然に防ぐため、実態調査とその結果に基づく改善指導を調査主体で
ある千葉県と協議・連携しながら図ります。 

・ 液状化による被害を最⼩限にするため、ライフライン施設等を中心に液状化対策の必要
性を検討します。 

・ 震災時における的確な情報を市⺠に提供できるよう情報システムの整備を図ります。 
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 ② 火災対策の推進 
・ ⽊造住宅が密集する地区や道路が狭く緊急⾞両等の進入が困難な地区については、建築

物の不燃化や耐震化を進めるほか、狭あい道路の拡幅や公園等のオープンスペースを確
保することで、安全性の向上を目指します。 

・ ⼟地の⾼度利⽤を図る商業地については、防火地域や準防火地域の指定を促進し、都市
の不燃化を図ります。 

・ 臨海部の工業地域では、⼤量の⽯油類、⾼圧ガスなどの貯蔵、処理が⾏われていること
から、今後も安全性の向上を図ります。災害時の被害を最⼩限に防ぐため、臨海コンビ
ナート地帯と住宅地を分離するための緩衝緑地を維持・保全します。 

 
 ③ 治⽔対策の推進 

・ 集中豪⾬等による⽔害の未然防止と被害の軽減を図るため、河川の流下能⼒の検討や未
整備部分の計画的な改修を推進します。 

・ 都市型⽔害の発生を抑制するため、⽔⽥や樹林地など保⽔性や浸透性のある⼟地利⽤の
保全を図ります。 

・ 降⾬時の河川流量の急激な増加を避けるため、透⽔性舗装や⾬⽔貯留･浸透施設などを
地域の特性に応じ実施し、河川などへの流出量増加の抑制を図ります。 

 
 ④ ⼟砂災害防止対策の推進 

・ 急傾斜地崩壊危険区域や⼟⽯流危険渓流、山腹崩壊危険地区について、危険性の⾼い地
区から対策を推進します。 

・ ⼟砂災害の恐れのある区域においては、開発⾏為や建築物の⽴地等の抑制に努めます。 
 
 ⑤ 避難路・避難場所等の安全性確保 

・ 災害時において市⺠等の安全な避難空間であるとともに、救護活動や消火活動を円滑に
⾏うための空間である避難路については、計画的に整備を推進します。 

・ 災害時に一定期間滞在して避難生活を送るための避難所では、耐震性、耐火性を確保し、
市⺠の安全確保を図ります。 

 
（２）地域防災体制の強化 
 災害時の被害軽減のためには地域の防災組織の⼒が重要であることから、地域コミュニテ

ィを基盤とした⾃主防災組織を強化するため、防災資機材の充実や防災訓練の実施、防災
講習などによる市⺠の防災知識を普及等に努めます。 

 ⾼齢者及び障がい者、外国⼈などの要配慮者の災害時の安全確保を図るため、福祉施策等
と連携しながら⽀援に係る仕組みの強化を図ります。 

 
（３）災害復旧への対応 
 災害発生後の復旧・復興が迅速に進むよう、あらかじめ災害復旧計画を策定し、被災者の

生活再建や地域経済の復興、安全な都市づくりなどを一体的に進めることで迅速な復興を
図ります。  
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（４）空家等の対策 
 空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、市の基本的な取組姿勢や対策を示した

「袖ケ浦市空家等対策計画（以下「空家等対策計画」という。）」に基づく対策を推進しま
す。 

 適切に管理されていない空家等は、防災、景観、生活環境等に影響を及ぼすことから、所
有者に対して改善依頼や助言等の管理を促すとともに、空家等の発生を抑制する意識啓発
及び利活⽤を図る流通・活⽤策など、様々な施策を総合的に推進します。 
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〇緊急輸送道路、避難場所・避難所位置図 
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都市計画マスタープラン策定スケジュール（予定） 

時期 内容 

令和元年 

 ６月７日 

第５回都市計画マスタープラン策定市民委員会 

（全体構想案とりまとめ） 

 ７月２日～２３日 市議会会派別説明（全体構想案説明・意見交換） 

 ７月３０日、８月７日 庁内会議 

 ８月２３日 市議会全員協議会（全体構想案説明） 

 ９月６日 袖ケ浦市都市計画審議会（状況説明） 

 ９月３０日 
第６回都市計画マスタープラン策定市民委員会 

（地域別構想・全体案提示） 

 １１月初旬 
第７回都市計画マスタープラン策定市民委員会 

（全体案とりまとめ） 

 １１月中旬 都市計画マスタープラン策定市民委員会より市長提言 

 １２月 

市議会全員協議会（全体案説明） 

地域別説明会 

パブリックコメント 

令和２年３月 袖ケ浦市都市計画審議会（諮問） 

 


